
近畿ブロック発注者協議会 第６回幹事会

日時：平成２３年７月６日（水）

１４：００～１６：００

場所：大阪合同庁舎第１別館大会議室

議 事 次 第

Ⅰ．開 会

Ⅱ．挨 拶（幹事長）

Ⅲ．議 事

１．ブロック協議会の経緯と取り組み ……【資料－１】

２．公共工事の品質確保向上に向けた取組み ……【資料－２】

（１）総合評価方式の導入・拡大について

（２）総合評価方式の導入・拡大と対策について

・総合評価落札方式における技術提案・指定テーマ事例集（案）【別冊】

（３）低入札対策について

３．工事円滑化等の取り組みについて ……【資料－３】

４．近畿地方整備局における取組みについて ……【資料－４】

・平成２２年度総合評価方式実施結果

・建設産業の再生と発展のための方策２０１１（近畿地方整備局建政部）

・業務における総合評価方式について

５．その他



１．ブロック協議会の経緯と取り組み

平成２３年７月６日

国土交通省

近畿ブロック発注者協議会（第６回幹事会）資料

近畿地方整備局

資料－１

（１） ブロック協議会の設立趣旨について
（２） これまでの経緯について

（３） 取り組み状況について



（１）ブロック協議会の設立趣旨

発注者協議会設置の背景

■平成１７年４月に「品確法」が制定。公共工事の品質確保は全ての発注者の責務に。

■しかし、地方公共団体において総合評価方式の普及が遅れていること等の課題が指摘され、公共工事の品質

確保に懸念。

■平成２０年度３月２８日の品確関係省庁連絡会議申し合わせ「公共工事の品質確保に関する当面の対策につい

て」においても、「上記に掲げた施策が効果的に機能するよう、国、特殊法人等及び地方公共団体の各発注者

間の連絡調整を図るため、地域ブロックごとに部局横断的 な発注者協議会を平成２０年度中に設置する。」と記

載されており、平成２０年１１月１３日に第１回発注者協議会を設置・開催に至った。

発注者協議会の役割

品質確保の促進に向けた情報交換・情報共有による連携強化
発注者間相互の連絡調整

近畿ブロックにおける

公共工事の

品質確保の促進

近畿ブロック発注者協議会

国 特殊法人等

地方公共団体等

<連携強化・連絡調整>

近畿ブロック発注者協議会（第６回幹事会）
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協議会の参加機関（協議会・幹事会で構成）

■国の地方支分局 【 １４機関 】

■地方公共団体 【 ２５機関 】

■特殊法人等の支社等 【 １８機関 】

各府県地域発注者協議会

連携

近畿管区警察局、近畿財務局、大阪国税局、近畿農政局、近畿中国森林管理局、近畿経済産業局、近畿地方整備
局、近畿運輸局、大阪航空局、第五管区海上保安本部、第八管区海上保安本部、近畿地方環境事務所、近畿中
部防衛局、大阪高等裁判所

福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、京都市、大阪市、堺市、神戸市、※各府県代表市

町村（福井市、池田町、大津市、愛荘町、長岡京市、井手町、泉南市、能勢町、たつの市、市川町、橿原市、斑鳩町、
紀の川市、有田川町） ※平成２３年６月末時点で、各府県市町村会長自治体による構成

西日本高速道路(株)関西支社、本州四国連絡高速道路(株)、阪神高速道路(株)、関西国際空港(株)、(独)空港周
辺整備機構大阪国際空港事業本部、(独)京都国立博物館、(独)奈良国立博物館、(独)京都国立近代美術館、(独)
国立国際美術館、(独)奈良文化財研究所、(独)鉄道建設・運輸施設整備支援機構鉄道建設本部大阪支社、 (独)鉄
道建設・運輸施設整備支援機構国鉄清算事業西日本支社、(独)都市再生機構西日本支社、(独)日本原子力研究
開発機構関西光科学研究所、 (独)日本原子力研究開発機構敦賀本部、(独)万国博覧会記念機構、(独)水資源開

発機構関西支社、日本下水道事業団近畿・中国総合事務所

全 ５７機関
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協議会の構成

近畿ブロック発注者協議会

各府県ブロック協議会

連携

全 ５７機関

幹事会

・すべての市町村（近畿ブロックで２１５市町村）が参加することが条件

・福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県の７ブロックで構成

・新たに協議会を設置あるいは既存の協議会等を活用するなど各ブロック独自で設置

・品質確保に関する情報共有及び総合評価方式の導入など年度ごとの目標を設定
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（２）これまでの経緯
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第１回協議会 H20.11.13

第１回幹事会 H21.2.13

第２回幹事会 H21.6.8

第２回協議会 H21.7.15

第３回幹事会 H22.2.8

第４回幹事会 H22.6.4

第３回協議会 H22.7.9

第５回幹事会 H23.2.2

第６回幹事会 H23.7.6
◆事例集（素案）の見直し

◆業務効率化の推進

◆総合評価導入拡大への取組み他

◆本協議会の設置について

◆近畿管内の公共投資額の状況・低入札防止対策について

◆近畿地方整備局及び各自治体における総合評価の取組み状況

◆２次補正に伴う地域活性化に係る各機関での緊急対策の取組み（早期発注の取組み）

◆自治体総合評価方式の導入状況

◆直轄工事における総合評価方式の実施状況

◆総合評価方式導入・拡大対策

　事例集作成、講習会等の開催の提案

◆公共工事の品質確保向上に向けた取組み

各府県ブロック協議会順次開催
◆品質確保に関する情報共有及び総合評価方式の導入など年度ごとの目標を設定

　・各府県ブロック協議会開催結果→【福井県：H21.6.26、滋賀県：H21.6.24、京都府：H21.9.15、大阪府：H21.7.15、兵庫県：H21.7.24、奈良県：H21.3.18、和歌

山県：H21.6.5】

◆公共工事の品質確保・向上に向けた取組み

　低入札対策状況報告、事例集作成、講習会等の開催の提案

◆近畿地方整備局における取組みについて

　総合評価落札方式の採否の通知・問合せ状況、市場化テストの導入等

◆国及び自治体が連携して取り組んでいる地域活性化に係る緊急対策の状況、平成２１年度の予定及び公共工事の品質確保向上について議論

◆前回幹事会で設置開催となっていた各府県ブロック協議会での状況報告

◆地域活性化に係る緊急対策に対する取組み方針について

◆総合評価方式の導入・拡大について

◆品質確保に関する取組みの情報共有・促進について

◆各府県ブロック協議会の取組み状況と今後の予定

◆近畿管内における競争参加資格及び総合評価方式の適用タイプ。評価項目一覧の共有

◆総合評価導入状況の結果等

◆各機関における総合評価導入及び実施状況及び入札契約制度の実施状況

◆府県政令市より総合評価を主体とした技術力維持の工夫と取組み事例の報告

◆工事の円滑化に向けた取組みについて

◆近畿地方整備局における平成２２年度の取組み紹介



１．一般競争入札の拡大
公共工事の入札及び契約に関して不正を排除し、手続きの透明性・客観性、競争性の向上

を図る。（地方自治法令上一般競争入札が原則）

２．総合評価方式の導入・拡大
公共工事の品質は、経済性に配慮しつつ価格以外の多様な要素をも考慮し、価格及び品質

が総合的に優れた内容の契約によって確保されなければならない。（品確法）

３．ダンピング受注の防止の徹底等
ダンピング受注においては、つぎの弊害が想定されることから排除を徹底すること。

 いわゆるダンピング受注は、工事の手抜き、下請けへのしわ寄せ、労働条件の悪化、安全 対策の不徹底
等、公共工事の品質確保に支障が生じかねない。

 公正な取引秩序を歪め、建設業の健全な発達を阻害するおそれがある。

 施工監督の強化等行政コストの増大を招く。

４．予定価格等の公表の適正化
地方自治体では、法令上の制約がないことから事前公表が可能であるが、次のような弊害が

想定されるため事前公表の取りやめ等の対応を行うこと。

 事前公表の価格が目安となって適正な競争が行われにくくなる。

 建設業者の見積もり努力を損なわせる

 談合が一層容易に行われる可能性がある。 ※公共工事の入札及び契約の適正化の推進について

（平成２０年３月３１日）総行行第３８号・国総入企第３５号による

（３）取り組みの概要
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◆取組み
①各発注者（市町村を含む。）に共通した総合評価方式の導入に関する指標の設定とフォローアップ
②国や都道府県が実施する研修・講習会等への市町村職員の受入
③技術者不足の市町村に対する技術支援体制（国、府県職員によるアドバイザー）づくり 等

◆目標
①市町村の総合評価方式導入拡大 目標導入率：８０％（累計）
②市町村の総合評価方式導入拡大 目標導入率：５０％（単年度）
③府県の工事発注件数に対する総合評価方式導入率 目標導入率：２０％

◆取組み
①各発注者（市町村を含む。）に共通した総合評価方式の導入に関する指標の設定とフォローアップ
②国や都道府県が実施する研修・講習会等への市町村職員の受入
③技術者不足の市町村に対する技術支援体制（国、府県職員によるアドバイザー）づくり 等

◆目標
①市町村の総合評価方式導入拡大 目標導入率：８０％（累計）
②市町村の総合評価方式導入拡大 目標導入率：５０％（単年度）
③府県の工事発注件数に対する総合評価方式導入率 目標導入率：２０％

１．総合評価方式の導入・拡大

◆取組み
①地方公共団体における予定価格等の事後公表への移行促進
②工事成績評定データの共有化に向けた課題調整 等

◆目標
①予定価格等の事後公表への移行促進

◆取組み
①地方公共団体における予定価格等の事後公表への移行促進
②工事成績評定データの共有化に向けた課題調整 等

◆目標
①予定価格等の事後公表への移行促進

２．品質確保に関する取組の情報共有・促進等
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低入札調査基準価格の見直し（ダンピング対策）

低入札調査基準価格の見直しについて

※低入札価格調査基準価格

調査基準価格とは、予算決算及び会計
令第８５条において、「当該契約の内容に適
合した履行がされないこととなるおそれがあ
ると認められる場合の基準」として、この価
格を下回った場合には調査を行うこととして
いる価格のこと。

【範囲】

予定価格の２／３～８５％

【計算式】

直接工事費×０．９５

共通仮設費×０．９０ 合計額

現場管理費×０．６０ ×１．０５

一般管理費等×０．３０

【範囲】

予定価格の７．０／１０～９．０／１０

【見直し後の計算式】

直接工事費×０．９５

共通仮設費×０．９０ 合計額

現場管理費×０．７０ ×１．０５

一般管理費等×０．３０

H21.4～H23.3   旧公契連（H21）モデル

【範囲】

予定価格の２／３～８５％

【計算式】

直接工事費の額

共通仮設費の額 合計額

現場管理費×０．２０ ×１．０５

H20.4～H21.3   H20モデル

H23.4～ 新公契連モデル

（３）取り組みの概要（参考）
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【見直し後の範囲】

予定価格の７．０／１０～９．０／１０

【見直し後の計算式】

直接工事費×０．９５

共通仮設費×０．９０ 合計額

現場管理費×０．８０ ×１．０５

一般管理費等×０．３０

S62.4～H20.3   S62モデル



２．公共工事の品質確保向上に向けた取組み

平成２３年７月６日
国土交通省

近畿ブロック発注者協議会（第６回幹事会）資料

近畿ブロック発注者協議会

（１） 総合評価方式の導入・拡大について

（２） 総合評価方式の導入・拡大と対策について

（３） 低入札対応について

資料－２



（１）総合評価方式の導入・拡大について

■ 総合評価方式の実施状況（府県・政令市）

2-1

◇平成２２年度末（平成２３年３月末時点）の近畿各府県における工事発注件数に占める総合評価導入
率は１１％弱であり、平成２３年度の実施予定は約１３％強である。また、昨年度の協議会目標値（20％
以上）を達成した府県政令市は、１機関に留まっている。（各自治体報告データとりまとめ：近畿地方整備局）

◆全体的に政令市の導入率低迷が課題であり、更なる導入拡大が必要である。

近畿ブロック発注者協議会（第６回幹事会）

H23.5末時点

平成２２年度
総合評価方式

実施件数

平成２２年度
工事発注件数※

総合評価
実施率

平成２３年度
総合評価方式

実施件数
(予定)

平成２３年度
工事発注件数

※
（予定）

総合評価
実施率

Ａ Ｂ Ａ／Ｂ 目標値 実施率 Ａ Ｂ Ａ／Ｂ

福井県 195件 1642件 11.9% 59.0% 190件 1640件 11.6%

滋賀県 51件 1403件 3.6% 18.0% 59件 650件 9.1%

京都府 217件 1119件 19.4% 97.0% 250件 1100件 22.7%

大阪府 90件 1520件 5.9% 30.0% 95件 888件 10.7%

兵庫県 208件 1803件 11.5% 58.0% 119件 1500件 7.9%

奈良県 226件 1321件 17.1% 86.0% 240件 1300件 18.5%

和歌山県 517件 2068件 25.0% 125.0% 500件 2000件 25.0%

府県小計 1504件 10876件 13.8% 69.0% 1453件 9078件 16.0%

京都市 42件 534件 7.9% 39.0% 64件 470件 13.6%

大阪市 2件 1635件 0.1% 1.0% 2件 1199件 0.2%

堺市 18件 409件 4.4% 22.0% 26件 400件 6.5%

神戸市 31件 1201件 2.6% 13.0% 30件 800件 3.8%

政令市小計 93件 3779件 2.5% 12.0% 122件 2869件 4.3%

近畿合計 1597件 14655件 10.9% 54.0% 1575件 11947件 13.2%

※ 工事発注件数とは、「予定価格２５０万円以上」のものとする

地整 都道府県名

近畿

府県別総合評価方式実施状況：発注件数ベース（近畿）

平成２２年度
総合評価導入率

協議会目標に対する実施率

20％以上



■ 総合評価方式の実施状況（府県・政令市） 発注金額ベース

◇平成２２年度末時点の近畿各府県における工事発注金額ベースに占める総合評価導入率は
約３１％であり、件数ベースと比較し金額ベースでの導入率は約３倍となっている。また平成２３年度
は、昨年度と比較し約１．６倍以上増加予定となり大幅な増加となっているが、更なる導入拡大が必要
である。（各自治体報告データとりまとめ：近畿地方整備局）

（１）総合評価方式の導入・拡大について
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府県別総合評価方式実施状況：発注金額ベース（近畿）
H23.5末時点

単位：億円

平成２２年度
総合評価方式
に係る金額

平成２２年度
工事発注金額※

総合評価
実施率

平成２３年度
総合評価方式
に係る金額

(予定)

平成２３年度
工事発注金額

※
（予定）

総合評価
実施率

Ａ Ｂ Ａ／Ｂ Ａ Ｂ Ａ／Ｂ

福井県 148 379 39% 140 379 36.9%

滋賀県 101 549 18.4% 180 420 42.9%

京都府 100 424 23.6% 91 402 22.6%

大阪府 293 687 42.6% 767 1092 70.2%

兵庫県 386 897 43.0% 288 726 39.7%

奈良県 200 312 64.1% 239 310 77.1%

和歌山県 369 521 70.8% 370 530 69.8%

府県小計 1,597 3,769 42.4% 2,075 3,859 53.8%

京都市 52 136 38.2% 129 183 70.5%

大阪市 17 1,001 1.7% 16 未定

堺市 31 177 17.5% 70 177 39.5%

神戸市 103 642 16.0% 100 430 23.3%

政令市小計 203 1,956 10.4% (※2)　299 (※2)　790 37.8%

近畿合計 1,800 5,725 31.4% 2,374 4,649 51.1%
※ 工事発注件数とは、「予定価格２５０万円以上」のものとする

(※2) 大阪市は除く

地整 都道府県名

近畿



（１）総合評価方式の導入・拡大について

■ 総合評価方式の導入状況（市町村）【累計】

◇過年度実施を含む累計導入率は、７０％（平成２３年３月末）である。
なお、平成２３年５月末での実施見込みは、７１％となる。

◇平成２２年度市町村における総合評価方式の目標導入率（80％以上）に対し、達成した府県は４県であった。
傾向としては、従来から地方部の導入率が高く、都市部の導入率が低い傾向にある。

◆今後は、継続的に実施していくことが重要である。

2-3

近畿ブロック発注者協議会（第６回幹事会）

Ｈ２３．５末時点

都 道 府 県 内
区 市 町 村 数
（ Ａ ）

う ち 総 合 評 価
導 入
区 市 町 村 数
（ Ｂ ） ※

区市町村総合評価
導 入 割 合
（ Ｃ ＝ Ｂ ／ Ａ ）

都 道 府 県 内
区 市 町 村 数
（ Ａ ）

う ち 総 合 評 価
導 入
区 市 町 村 数
（ Ｂ ） ※

区市町村総合評価
導 入 割 合
（ Ｃ ＝ Ｂ ／ Ａ ）

平成２２年度
協議会

目標導入率

協議会目標に
対する実施率

都 道 府 県 内
区 市 町 村 数
（ Ａ ）

う ち 総 合 評 価
導 入
区 市 町 村 数
（ Ｂ ） ※

区市町村総合評価
導 入 割 合
（ Ｃ ＝ Ｂ ／ Ａ ）

福 井 県 17 16 94% 17 16 94% 118% 17 16 94%
滋 賀 県 ★ 26 22 85% 19 18 95% 119% 19 18 95%
京 都 府 26 8 31% 26 8 31% 39% 26 9 35%
大 阪 府 43 12 28% 43 15 35% 44% 43 16 37%
兵 庫 県 41 29 71% 41 29 71% 89% 41 29 71%
奈 良 県 39 35 90% 39 35 90% 113% 39 35 90%
和 歌 山 県 30 30 100% 30 30 100% 125% 30 30 100%

近 畿 管 内 222 152 68% 215 151 70% 80％以上 88% 215 153 71%

★市町村合併による区市町村数変更

近畿

政令市・市町村における総合評価方式の導入状況

平成２３年度見込み(５月末時点)平成２２年度平成２１年度

地整
都道府
県名

平成２２年度実施結果

80％以上



◇平成２２年度近畿地方の市町村（７府県計：２１５市町村）における総合評価の実施率は平成２２年度末（平成
２３年３月末）で３７％（８０市町村）となっている。また、平成２３年５月末での実施見込みは４５％で平成２２年度を
上回る実施予定となっているが、全体的に導入率の横ばい状態が続いている状況であり、継続的な実施が課題で
ある。
◇特徴としては、従来から地方部の導入率が高く、都市部の導入率が低い傾向にある。

■ 総合評価方式の導入状況（市町村）【単年度】

2-4

（１）総合評価方式の導入・拡大について

近畿７府県・４政令市における総合評価方式導入状況
Ｈ２３．５月末現在（各自治体報告データとりまとめ：近畿地方整備局）

近畿ブロック発注者協議会（第６回幹事会）

平成２０年度

（ 参 考 ）
区市町村総合評価
導 入 割 合

都 道 府 県 内
区 市 町 村 数
（ Ａ ）

う ち 総 合 評 価
導 入
区 市 町 村 数
（ Ｂ ）

区市町村総合評価
導 入 割 合
（ Ｃ ＝ Ｂ ／ Ａ ）

都 道 府 県 内
区 市 町 村 数
（ Ａ ）

う ち 総 合 評 価
導 入
区 市 町 村 数
（ Ｂ ）

区市町村総合評価
導 入 割 合
（ Ｃ ＝ Ｂ ／ Ａ ）

都 道 府 県 内
区 市 町 村 数
（ Ａ ）

う ち 総 合 評 価
導 入
区 市 町 村 数
（ Ｂ ）

区市町村総合評価
導 入 割 合
（ Ｃ ＝ Ｂ ／ Ａ ）

福 井 県 65% 17 8 47% 17 7 41% 17 7 41%
滋 賀 県 ★ 73% 26 11 42% 19 10 53% 19 11 58%
京 都 府 23% 26 6 23% 26 5 19% 26 7 27%
大 阪 府 19% 43 10 23% 43 10 23% 43 10 23%
兵 庫 県 44% 41 19 46% 41 15 37% 41 17 41%
奈 良 県 77% 39 29 74% 39 23 59% 39 28 72%
和 歌 山 県 77% 30 16 53% 30 10 33% 30 17 57%

近 畿 管 内 52% 222 99 45% 215 80 37% 215 97 45%

★市町村合併による市町村数の変更

近畿

政令市・市町村における総合評価方式の導入状況

平成２３年度見込み(５月末時点)平成２２年度平成２１年度

地整
都道府
県名



（２）総合評価方式の導入・拡大と対策について
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平成２３年度　機関別・研修コース別希望人数

福

井

県

滋

賀

県

京

都

府

大

阪

府

兵

庫

県

奈

良

県

和

歌

山

県

京

都

市

大

阪

市

神

戸

市

堺

市

福

井

市

大

津

市

尼

崎

市

た

つ

の

市

亀

岡

市

本

四

高

速

阪

神

高

速

水

資

源

機

構

合

計

受

け

入

れ

枠

備

　
考

道 路 管 理 1 1 1 1 1 5 5

検 査 技 術 1 1 1 1 3 7 5

施 工 監 督 1 1 1 1 1 5 5

橋 梁 技 術 1 1 1 1 1 1 6 5

総 合 評 価 制 度 1 1 1 1 1 1 1 7 10

地 域 づ く り 1 1 2 5

ダ ム ・ 砂 防 1 1 5

環 境 技 術 1 1 2 5

港 湾 事 務 ・ 技 術 者 1 1 1 3 3

新 工 法 ・ 情 報 化 施 工 1 1 1 1 1 5 5

電 気 通 信 技 術 （ 初 級 ） 1 1 1 1 4 3

河 川 管 理 1 1 5

河 川 技 術 （ 上 級 ） 1 1 5

構 造 物 設 計 1 1 1 1 2 1 1 8 5

施 工 監 督 （ 上 級 ） 1 1 1 3 5

合 計 3 4 3 1 2 3 10 4 7 8 5 1 2 2 1 1 0 1 2 60 76

◆平成２３年度管内研修への自治体等受け入れ予定

平成２３年度は管内研修のうち、１５コース（７０名強）について受け入れを実施する予定。

近畿ブロック発注者協議会（第６回幹事会）



１．指定テーマ事例集の作成
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市町村等の総合評価方式に活用するべく河川工事・道路工事などを対
象に、総合評価方式の指定テーマと設定理由などを盛り込んだ事例集を
作成。

３．審査会等における職員交流の推進
府県における技術審査会等への国職員の派遣、市町村における技術

審査会等への府県職員の派遣を更に進める。

・ 公共工事の品質確保向上を目的とした総合評価方式の導入やダンピ

ング契約などについて、国・府県連携による講習会を開催する。

・ また、総合評価方式を主体とした「総合評価制度」研修を新たに実施す

る。本研修を含め平成２３年度は、管内研修の内、１５コース（７０名強）の
受け入れを実施する。

２．講習会等の開催

（２）総合評価方式の導入・拡大と対策について 近畿ブロック発注者協議会（第６回幹事会）



低入札調査基準価格の見直し（ダンピング対策）

低入札調査基準価格の見直しについて

※低入札価格調査基準価格

調査基準価格とは、予算決算及び会計
令第８５条において、「当該契約の内容に適
合した履行がされないこととなるおそれがあ
ると認められる場合の基準」として、この価
格を下回った場合には調査を行うこととして
いる価格のこと。

【範囲】

予定価格の２／３～８５％

【計算式】

直接工事費×０．９５

共通仮設費×０．９０ 合計額

現場管理費×０．６０ ×１．０５

一般管理費等×０．３０

【範囲】

予定価格の７．０／１０～９．０／１０

【見直し後の計算式】

直接工事費×０．９５

共通仮設費×０．９０ 合計額

現場管理費×０．７０ ×１．０５

一般管理費等×０．３０

H21.4～H23.3   旧公契連（H21）モデル

【範囲】

予定価格の２／３～８５％

【計算式】

直接工事費の額

共通仮設費の額 合計額

現場管理費×０．２０ ×１．０５

H20.4～H21.3   H20モデル

H23.4～ 新公契連モデル
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【見直し後の範囲】

予定価格の７．０／１０～９．０／１０

【見直し後の計算式】

直接工事費×０．９５

共通仮設費×０．９０ 合計額

現場管理費×０．８０ ×１．０５

一般管理費等×０．３０

S62.4～H20.3   S62モデル

（３）低入札対策について 近畿ブロック発注者協議会（第６回幹事会）



■ 入札契約制度の実施状況（府県）

（３）低入札対策について
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近畿ブロック発注者協議会（第６回幹事会）

Ｈ ２ ３ ． ５ 末 時 点

対 象 工 事
調 査 基 準 価 格

算 定 式
対 象 工 事 算 定 式 予 定 価 格 調 査 基 準 価 格 最 低 制 限 価 格

福 井 県
 5 億 円 以 上 の 工 事 で 導

入 (H 2 2 . 4 ～ )
 2 億 円 超

 旧 公 契 連 モ デ ル ( H 2 1 .4
公 契 連 モ デ ル )

左 記 以 外 調 査 基 準 価 格 と 同 様 事 後 事 後 事 後

滋 賀 県  W T O 対 象 工 事 で 導 入

総 合 評 価 方 式 工 事 （ １

億 円 以 上 の 全 て 、 お よ

び １ 億 円 未 満 の 一 部 ）

非 公 表 左 記 以 外 非 公 表 事 後 非 公 表 非 公 表

京 都 府  今 後 検 討 １ 億 円 以 上
 旧 公 契 連 モ デ ル ( H 2 1 .4

公 契 連 モ デ ル )
左 記 以 外 調 査 基 準 価 格 と 同 様 事 前 事 後 事 後

大 阪 府  今 後 検 討
土 木 一 式 1 .8 億 円 以 上

建 築 一 式 3 .5 億 円 以 上

独 自 モ デ ル

[設 定 範 囲  ]
予 定 価 格 の  予 定 価 格
の  7 0  ％ ～ 8 5  ％
[算 定 式  ]
① ＋ ② ＋ ③  ＋ ④  の 合

計 額 ）
① 直 接 工 事 費 × 1 0 0 ％
② 共 通 仮 設 費 × 1 0 0 ％
③ 現 場 管 理 費 × 4 0 ％
④ 一 般 管 理 費 等 × 2 0 ％

左 記 以 外 調 査 基 準 価 格 と 同 様

 事 前
 今 後 、 事 後 公 表 を 試

行 拡 大

事 後 （ 試 行 ）
 一 部 案 件 は 事 前

事 後 （ 試 行 ）
 一 部 案 件 は 事 前

兵 庫 県  W T O 対 象 工 事 で 導 入 ５ 億 円 以 上
 旧 公 契 連 モ デ ル ( H 2 1 .4
公 契 連 モ デ ル )

左 記 以 外 調 査 基 準 価 格 と 同 様 事 後 事 後 事 後

奈 良 県
 7 億 円 以 上 の 工 事

 で 導 入
 5 , 0 0 0 万 円 以 上 新 公 契 連 モ デ ル 左 記 以 外 調 査 基 準 価 格 と 同 様 事 前 事 前 事 前

和 歌 山 県  W T O 対 象 工 事 で 導 入  １ 億 円 以 上

新 公 契 連 モ デ ル

（ 直 接 工 事 費 × 0 . 9 5 ＋ 共

通 仮 設 費 × 0 .9 ＋ 現 場 管

理 費 × 0 .8 ＋ 一 般 管 理

費 × 0 .3 ） × 1 .0 5

※ H 2 3 .7 . 1 公 告 分 の 建 設

工 事 か ら 適 用 。

左 記 以 外

（ 直 接 工 事 費 × 1 . 0 ＋ 共

通 仮 設 費 × 0 .9 ＋ 現 場 管

理 費 × 0 .8 ＋ 一 般 管 理

費 × 0 .3 ） × 1 .0 5

※ H 2 3 .7 . 1 公 告 分 の 建 設
工 事 か ら 適 用 。

事 後

【 １ 億 円 未 満 事 前 】
事 後 事 後

※ 太 枠 ・斜 体 文 字 は 、 更 新 箇 所

公 表 （ 事 前 o r 事 後 ）
低 入 札 調 査 最 低 制 限 価 格

都 道 府 県 名
入 札 ボ ン ド 実 施 状 況

（ 今 後 の 導 入 見 通 し ）

低 入 札 対 策
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（３）低入札対策について

■ 入札契約制度の実施状況（政令市）

Ｈ２３．５末時点

対象工事
調査基準価格

算定式
対象工事 算定式 予定価格 調査基準価格 最低制限価格

京都市
4億円以上の市議会
案件

 5,000万円超  新公契連モデル  5,000万円以下  調査基準価格と同じ 事前 事前 事前

大阪市 検討中  23億円以上
 旧公契連モデル(H21.4
公契連モデル)

 23億円未満  調査基準価格と同じ 事前 事後 事後

堺市 検討中  6,000万円以上
 旧公契連モデル(H21.4
公契連モデル)

 250万円超6,000万
円未満

 （直接工事費×0.95＋
共通仮設費×0.9＋現
場管理費×0.7＋一般
管理費×0.3）-α
 ただし、下限は予定価
格の75%、上限は予定
価格の90%
　(α＝0円～20,000円
の範囲内で無作為に抽
出した金額)

 事前
 (総合評価落札方式
対象案件は事後)

事後 事後

神戸市 研究中
 予定価格5億円以上
or総合評価適用案件

 旧公契連モデル(H21.4
公契連モデル)

  左記以外  調査基準価格と同じ
 原則事前
（一部案件で事後公
表を試行）

事後 事後

※太枠・斜体文字は、更新箇所

公表（事前or事後）
低入札調査 最低制限価格

都道府県名
入札ボンド実施状況
（今後の導入見通し）

低入札対策

近畿ブロック発注者協議会（第６回幹事会）
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（３）低入札対策について

■ 入札契約制度の実施状況（国・関係機関・代表市町村） ①

近畿ブロック発注者協議会（第６回幹事会）

"×" ： 未導入

H23.5末時点 "－" ： 非公表

対象工事
調査基準価格

算定式
対象工事 算定式 予定価格 調査基準価格 最低制限価格

国土交通省　近畿運輸局 未定 予定価格1,000万円以上 通達による。 - - 原則事後 非公表 -

国土交通省　大阪航空局
23年度より6.9億円を超える土木
工事（維持工事除く）及び建築工
事を対象に試行

予定価格1,000万円以上 通達による。 - - 事後 事後 -

海上保安庁　第五管区海上保安本部
他発注機関の動向を踏まえ今後
検討

予定価格1,000万円以上 Ｈ23.4～新公契連モデル - - 事後 事後 -

海上保安庁　第八管区海上保安本部
他発注機関の動向を踏まえ今後
検討

予定価格1,000万円以上 Ｈ23.4～新公契連モデル - - 事後 事後 -

農林水産省　近畿農政局

予定価格２億円以上は入札ボン
ドを適用。
（H２２年１０月１日以降に入札手
続きを開始する工事請負契約か
ら適用。平成２２年度２件実施）

予定価格が1,000万円以上
の工事

調査基準価格算定式＝
（①直接工事費*0.95＋ ② 共
通仮設費*0.9＋③ 現場管理
費*0.8＋④ 一般管理費*0.3）
*1.05
ただし、上記の額が予定価格
*0.9を超える場合は、予定価
格*0.9とし、予定価格*0.7に満
たない場合は、予定価格*0.7
とする。

- - 事後 事後 -

林野庁　近畿中国森林管理局 未定
予定価格1,000万円を超え
る工事

通達による。 該当なし 該当なし 事後 事後 該当なし

防衛省　近畿中部防衛局
一式工事５億以上その他工事３
億以上

予定価格1,000万円以上 本省通達による - - 事後 事後 -

警察庁　近畿管区警察局 未定 予定価格1,000万円以上 通達による。 - - 事後 事後 -

財務省　近畿財務局 未定
予定価格が1,000万円を超
えるもの

財務省通達による
（平成21年4月中央公契連モ
デル）

なし なし 事後 事後 なし

財務省　大阪国税局 -
予定価格が1,000万円を超
えるもの
（予決令85条）

財務省通達による
（平成21年4月中央公契連モ
デル）

- - 事後 非公表 -

公表（事前or事後）
低入札調査 最低制限価格

機関名
入札ボンド実施状況
（今後の導入見通し）

低入札対策
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（３）低入札対策について

■ 入札契約制度の実施状況（国・関係機関・代表市町村） ②

近畿ブロック発注者協議会（第６回幹事会）

"×" ： 未導入

H23.5末時点 "－" ： 非公表

対象工事
調査基準価格

算定式
対象工事 算定式 予定価格 調査基準価格 最低制限価格

経済産業省　近畿経済産業局 - - - - - - - -

環境省　近畿地方環境事務所 -
予定価格1,000万円を超え
る工事

通達による。 × × 事後 事後 ×

最高裁判所　大阪高等裁判所 導入済み
予定価格1,000万円を超え
る工事

公契連モデル - - 事後 事後 -

福井市 未定
未導入
（平成20年10月廃止）

- 設計額130万円以上

建築一式：設計金額の82～
85%
建築一式以外：設計金額の
80～83%
いずれもコンピューターによ
るランダム設定
入札後、開札直前に設定す
る

事後 - 事後

池田町 × × × × × - × ×

大津市 × × × 設計金額130万円以上  新公契連モデル 事前 × 事後

愛荘町 今後検討 - - 全件 非公表 事前、事後の併用 - 非公表

城陽市 研究中 未導入 - 設計金額130万円以上 非公表 事前 - 事前

井手町 導入予定なし 5,000万円以上 独自モデルを採用 左記以外の工事 - 事前 事前 -

泉南市 導入予定なし × × 設計金額130万円以上 非公表 事後 × 事前

能勢町 - - - 設計金額5,000万円以上
調査準価格（旧公契連モデ
ル（Ｈ20.6））と同様

事前 - 事前

公表（事前or事後）
低入札調査 最低制限価格

機関名
入札ボンド実施状況
（今後の導入見通し）

低入札対策
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（３）低入札対策について

■ 入札契約制度の実施状況（国・関係機関・代表市町村） ③
"×" ： 未導入

H23.5末時点 "－" ： 非公表

対象工事
調査基準価格

算定式
対象工事 算定式 予定価格 調査基準価格 最低制限価格

たつの市 未定 予定価格15,000万円以上 旧公契連モデル(H21.4) 設計額130万円以上 旧公契連モデル(H21.4) 事前 事後 事後

市川町 導入予定なし 未導入 - 未導入 - 事後 - 非公表

橿原市 - - 入札に付する全件

旧公契連モデル(H21.4)によ
り、最低制限基準金額を算
定し、くじにより94.00％～
97.99％を乗じた額

設計金額を事前公表し、
予定価格は、くじにより
94.00％～97.99％を乗じ
た額
予定価格を事後公表

-

最低制限基準金額を
事前公表
最低制限価格を事後
公表

上北山村→斑鳩町へ変更

紀の川市 検討中 × × 全件 - - × -

有田川町 × × × 建設工事 調査基準価格に準ずる 事前 非公表 事前

西日本高速道路株式会社　関西支社 - 予定価格250万円以上 旧公契連モデル(H21.4モデル)

250万円以上WTO協定
基準額未満の工事のうち
土木・舗装・橋梁等（15
工種）に適用。
※　交通情報設備等（11
工種）の工事費に占める
工場製作費の割合が高
い工事は適用外。

単価表合計金額（直接工事
費+共通仮設費の一部）

事後 事後 事後

本州四国連絡高速道路株式会社 - 予定価格1,000万円以上 旧公契連モデル(H21.4モデル) - - 事後 事後 －

阪神高速道路株式会社 検討中
予定価格(契約制限価格）
1,000万円超

新公契連モデル
（H23.04モデル）

× × 事後 事後 ×

関西国際空港株式会社
他発注機関の動向を踏まえ今後
検討

契約見込価格が3,000万円
以上の競争契約

設定範囲2/3～7.5/10 - - 事後 非公表 非採用

公表（事前or事後）
低入札調査 最低制限価格

機関名
入札ボンド実施状況
（今後の導入見通し）

低入札対策

近畿ブロック発注者協議会（第６回幹事会）
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（３）低入札対策について

■ 入札契約制度の実施状況（国・関係機関・代表市町村） ④

近畿ブロック発注者協議会（第６回幹事会）

"×" ： 未導入

H23.5末時点 "－" ： 非公表

対象工事
調査基準価格

算定式
対象工事 算定式 予定価格 調査基準価格 最低制限価格

独立行政法人空港周辺整備機構
大阪国際空港事業本部

他発注者の動向を踏まえて検討 予定価格1,000万円以上 新公契連モデル - - 事後 事後 -

独立行政法人 京都国立博物館 今後検討 予定価格1,000万円以上 新公契連モデル × × 事後 事後 ×

独立行政法人 奈良国立博物館 - 予定価格1,000万円以上 新公契連モデル × × 事後 事後 ×

独立行政法人 京都国立近代美術館 -
予定価格1,000万円を超え
る工事

非公表
予定価格1,000万円を超
える工事

非公表 非公表 非公表 非公表

独立行政法人 国立国際美術館 今後検討 今後検討 今後検討 今後検討 今後検討 今後検討 今後検討 今後検討

独立行政法人 国立文化財機構奈良文化財
研究所

今後検討 予定価格1,000万円超 新公契連モデル × × 事後 事後 ×

独立行政法人 鉄道建設・運輸施設整備支援
機構鉄道建設本部　大阪支社

×
予定価格250万円を超える
工事

Ｈ23.4～新公契連モデル × × 事後 事後 ×

独立行政法人 鉄道建設・運輸施設整備支援
機構国鉄清算事業　西日本支社

-
予定価格250万円を超える
工事

新公契連モデル 事後 事後

独立行政法人 都市再生機構　西日本支社 - 予定価格1,000万円以上
（直接工事費×0.95＋共通仮
設費×0.9＋現場管理費×0.8
＋一般管理費×0.3）×1.05

- - 事後 事後 -

公表（事前or事後）
低入札調査 最低制限価格

機関名
入札ボンド実施状況
（今後の導入見通し）

低入札対策
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（３）低入札対策について

■ 入札契約制度の実施状況（国・関係機関・代表市町村） ⑤

"×" ： 未導入

H23.5末時点 "－" ： 非公表

対象工事
調査基準価格

算定式
対象工事 算定式 予定価格 調査基準価格 最低制限価格

独立行政法人 日本原子力研究開発機構
関西光科学研究所

- 予定価格1,000万円以上
低入札調査基準価格算定方
式

- 国の基準に準拠 事後 事後 事後

独立行政法人 日本原子力研究開発機構
敦賀本部

今後検討 予定価格1,000万円以上 非公表 - - 事後 事後 -

独立行政法人 日本万国博覧会記念機構 今後検討 予定価格1,000万円以上 新公契連モデル - - 事後 事後 -

独立行政法人 水資源機構　関西支社
予定価格が2億円以上で本社契
約となる工事

予定価格1,000万円以上 新公契連モデル × - 事後 事後 ×

日本下水道事業団　近畿・中国総合事務所 - 予定価格1,000万円以上

　直接工事費×0.95+共通仮
設費×0.9+現場管理費×0.7+
一般管理費×0.3　(土木)

　（直接工事費-現場管理費相
当額）×0.95+共通仮設費
×0.9+（現場管理費+現場管
理費相当額）×0.7+ 一般管理
費×0.3(建築)

  機器費×0.88+直接工事費
×0.95+共通仮設費×0.9+（現
場管理費+据付間接費+設計
技術費）×0.7+ 一般管理費
×0.3　(機械・電気)

- - 原則事後 原則事後 -

公表（事前or事後）
低入札調査 最低制限価格

機関名
入札ボンド実施状況
（今後の導入見通し）

低入札対策

近畿ブロック発注者協議会（第６回幹事会）
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工事円滑化等の取り組みについて

１．工事の円滑化に向けた取り組み
○ ワンデーレスポンス
○ 工事施工調整会議（三者会議）
○ 設計変更審査会
○ 情報共有システム（ＡＳＰ）

２．工事書類作成に係わる改善

３．施工プロセスを通じた検査

平成２３年度発注者協議会資料

資料－３
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入札契約
段階

精算段階

適正価格での契約の推進
①十分な競争環境の確保
②総合評価方式による適正な技術評価の
実施

・地域貢献度や地域精通度の評価（地元
優良企業の評価）
③ダンピング対策

・低入札調査基準価格の見直し
（H23.3.29）

・施工体制確認型の実施
④不調・不落対策

・見積り活用型積算方式による実勢価格
の予定価格への反映

・実態に合わせた積算（歩掛調査、直接・
間接工事費の大都市補正、点在工事での
間接工事費の算出）

入札契約制度等の透明性の確保 等
①技術提案の評価結果の通知、問い合わ
せ窓口の設置
②難易度の低い工事における実績要件の
緩和

早期発注の推進
①提出資料の簡素化等による手続期間の
短縮
②概算数量発注や詳細設計付工事発注

施工効率の向上
①発注者・設計者・施工者からなる「三者会
議」
②施工者からの質問に対して迅速に回答
する「ワンデーレスポンス」
③ＡＳＰ（受発注者間の情報共有システム）
④工事関係書類の削減

・工事完成図書及び提出書類の明確化、
紙と電子の二重納品の排除

・情報共有システムの活用

品質確保・キャッシュフローの改善
①施工プロセスを通じた検査

・完成検査と既済部分検査の効率化と中
間技術検査の省略
②出来高部分払い方式

情報化施工技術の推進
①施工管理、施工において活用できる技術
の早期実用化、一般化

ＣＡＬＳ／ＥＣの推進
①情報共有システムの活用による業務の
効率化
②モバイル機器の導入による業務の効率
化

変更・完成手続きの徹底
①検査の円滑化

・施工プロセスを通じた検査の導入による
完成検査・既済部分検査の効率化

・工事書類の改善、情報共有システムの
活用
②工事成績評定
③契約変更の円滑化

・設計変更ガイドライン
・受発注者間での「設計変更審査会」の開

催
・間接工事費実績変更方式の試行

追加費用の適正な支払い
①総価契約単価合意方式の実施

建設生産システムの効率化

施工段階
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・アンケート結果等を踏まえ、「ワンデーレスポンス」の重点方針を以下のとおりとし、
H23年度より、各地整等で展開

平成22年度 重点方針 平成23年度 重点方針(案)

①引き続き、全工事でワンデーレスポンスを実施する。
・Ｈ２１年度より、河川・道路の直轄工事全てで実施中

②ＡＳＰの導入推進を図る。
・H２３年度は、平成２２年度の1,500件を上回るよう直轄工事でＡＳＰの

導入を図る。具体の件数については、検討し提示する。

③回答にあたっては、回答時期を明示する。
・適切に回答するため、また、全て1日で回答するという誤解を防ぐ
意味でも、回答時期を明示する。

・特に、設計変更や、関係者との調整が生じるような協議について、
「回答期限」の明示、回答期限を超過する場合の新たな「回答期限」の連
絡を徹底する。

④必要に応じ、施工者からの回答期限の提示を求める。
・適切に回答をするため、施工者から回答期限の提示を求める。

①引き続き、全工事でワンデーレスポンスを実施する。
・Ｈ２１年度より、河川・道路の直轄工事全てで実施中

②ＡＳＰの導入推進を図る。
・H２１年度下半期より、約1,000件の直轄工事で実施中
・試行状況について、受発注者にアンケート調査を実施中であり、
課題の抽出、対応策を検討する。

③回答にあたっては、回答時期を明示する。
・適切に回答するため、また、全て1日で回答するという誤解を防ぐ

意味でも、回答時期を明示する。

④必要に応じ、施工者からの回答期限の提示を求める。
・適切に回答をするため、施工者から回答期限の提示を求める。

（H22年度1,500件）

ワンデーレスポンス 重点方針（全国展開）

１．工事の円滑化に向けた取り組み



3

・アンケート結果等を踏まえ、「三者会議」の重点方針を以下のとおりとし、
H23年度より、各地整等で展開

①重要構造物工事については全て実施する。
受発注者の協議により、これ以外の工事についても対象と
する。
・橋梁、トンネル、樋門等の重要構造物工事は全て実施

・その他、法面工、擁壁工など、必要に応じ対象にする

②受発注者の協議により、現場開催とする。
・重要構造物の変更を伴う場合
・現地状況と設計時との相違がある場合

③受発注者の協議により、複数開催とする。
・大幅な設計変更等が発生した場合
・重要構造物の変更が発生した場合 等

④議事進行、議事録作成、情報共有等の主体の明確化
・発注者が議事進行を行い、議事録を作成し、三者間での

情報共有を徹底する。

平成22年度 重点方針 平成23年度 重点方針(案)

①重要構造物工事については全て実施する。
受発注者の協議により、これ以外の工事についても対象
とする。
・橋梁、トンネル、樋門等の重要構造物工事は全て実施
・その他、法面工、擁壁工など、必要に応じ対象にする

②受発注者の協議により、現場開催とする。
・重要構造物の変更を伴う場合

・現地状況と設計時との相違がある場合 等

③受発注者の協議により、複数開催とする。
・大幅な設計変更等が発生した場合
・重要構造物の変更が発生した場合 等

④議事録を作成し、情報共有する。
・議事録を作成し、三者で情報共有する。

三者会議 重点方針（全国展開）

１．工事の円滑化に向けた取り組み（全国的な展開）
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・アンケート結果等を踏まえ、「設計変更審査会」の重点方針を以下のとおりとし、
H23年度より、各地整等で展開

平成22年度 重点方針 平成23年度 重点方針(案)

①全ての工事について、軽微な数量精算等の変更以外は、
設計変更審査会の対象とし、受注者からの協議を受け付
ける。
・構造変更、現地条件変更時
・工事の一部、一時停止時 等

②受発注者の協議により、現場開催とする。
・現地条件の大幅な変更を伴う場合
・資料等で説明し難く、現場開催の方が効率的な場合 等

③議事進行、議事録作成、情報共有等の主体の明確化
・議事録を作成し、情報共有を徹底する。

④設計変更ガイドライン、設計変更審査会の周知を図る。
・引き続き特記仕様書に記載するとともに、講習会や現場監督員か

らの周知を図る。また、建設団体から建設会社へのガイドラインの周
知も依頼する。

⑤設計変更に係る資料の簡素化
・パイロット調査を踏まえて、簡素化を検討する。

①全ての工事について、軽微な数量精算等の変更以外は、
設計変更審査会の対象とし、受注者からの協議を受け付
ける。
・構造変更、現地条件変更時

・工事の一部、一時停止時 等

②受発注者の協議により、現場開催とする。
・現地条件の大幅な変更を伴う場合

・資料等で説明し難く、現場開催の方が効率的な場合 等

③議事録を作成し、情報共有する。
・議事録を作成し、情報共有する。

④設計変更ガイドライン、設計変更審査会の周知を図る。
・引き続き特記仕様書に記載するとともに、講習会等により周知を

図る。

⑤設計変更に係る資料の簡素化
・パイロット調査を踏まえて、簡素化を検討する。

設計変更審査会 重点方針（全国展開）

１．工事の円滑化に向けた取り組み（全国的な展開）
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●受発注者の業務効率
化の推進について
（H22.11）

●ワンデーレスポンス、三者会議、
設計変更審査会の一体的な取り
組み（H21～）

●各種ガイドラインなと゜の作成・
特記仕様書記載（H21.4）

●施工プロセスを通じた検査の試行
（H19～）

●試行の拡大（H22.4～）

●工事円滑化発注者心得八箇条

●三者会議ガイドライン

●試行工事のフォローアップ・検証と試行拡大

●総価契約単価合意
方式（H22.4～）

【テーマ】

【目的】

【取り組み状況】

生産性阻害要因の排除 設計変更の一層の適正化 キャッシュフローの確保

工事書類の簡
素化

コミュニケーショ
ンの確保

運用基準の
明確化

支払額の
適正化

出来高部分払いを
選択しやすい環境

の整備

片務性の排除

●共通仕様書の改定
（H23.4）

●工事書類作成マニュア
ルの改定（H23.4）

●ＡＳＰ活用拡大による更なる業務効率化の推進

工事の円滑化・適正化に向けた取り組み（近畿地整）

１．工事の円滑化に向けた取り組み
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１日以内に返答 （回答に時間を要する場合は、期日を設定するなどの対応を図る）

発注者
相談

回答
受注者

職場内での
迅速な意見交換

施工方法の検討、設計変更等

相談内容の
資料作成

国民

発注者 受注者
●業務の能率向上 ●工期短縮によるコスト縮減

●企業の経営向上

●経済効果（インフラの早期完成）
●国民満足度の向上

●施工・品質の向上

●受発注者双方の意識改革
●経験や技術力の伝承

三方良しの
公共事業

●問題認識の明確化（工期が１日延びる損失を相互に認識）
●発注者と受注者の情報共有（連携強化）

（１）ワンデーレスポンス（円滑な意思疎通）

１．工事の円滑化に向けた取り組み

【平成１９年度 】 ３８件で試行を実施
【平成２０年度 】 １００件程度からさらに対象工事を拡大（約２７０件実施）
【平成２１年度以降 】 全直轄工事で実施
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１．工事施工調整会議（三者会議）の目的

工事目的物の品質確保を目的として、施工段階において、発注者、設計者、受注者の三者による『三者会

議』を実施し、設計意図の伝達及び情報共有を図る。

２．工事施工調整会議（三者会議）ガイドライン

○土木工事等においては、発注者、設計者及び受注者の連携を密にとらないと現場条件への対応が遅れ、手
戻りが発生して生産性が悪くなり、工事目的物の品質確保も困難となる。
○三者会議の討議手順、討議内容、議事録作成などの運営方法をとりまとめたガイドラインを策定

発注者
（設計担当、工事担当）

発注者
（設計担当、工事担当）

設計者 施工者

三者会議
設計思想の伝達 設計図書への質問

新たな技術提案

全体調整

【三者会議ガイドライン】
○施工計画書作成時と現地着手時の２段階の開催を基本とする
○「誰が、何を、いつまでに」を盛り込んだ議事録を受注者が作
成し、発注者・設計者に確認するとともに情報の共有を図る。

（２）工事施工調整会議（三者会議）

１．工事の円滑化に向けた取り組み

【H17年度】 全国での試行を開始

【H19年度】 総合評価方式標準型を対象

【H20年度】 請負金額２億円以上を対象

【H21年度】 請負金額１億円以上に拡大

【H22年度】 １億円未満の工事においても

仮 設費の占める割合が高い工事

はすべて実施
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・(技)副所長

・工事品質管理官

・工務課長

・主任監督員 等

発注者

設計変更、先行施工承認に反映

受注者

１．設計変更審査会は、設計変更手続きの透明性と公平性の向上及び迅速化を図ることを目的として、

発注者と受注者が一堂に会して、設計変更の妥当性や設計変更等に伴う工事中止等について審議、

確認する場である。

２．設計変更審査会は、発注者または受注者の発議により、開催するものとする。

■ 目的（特記仕様書記載事項）

・現場代理人

・監理技術者 等

・設計変更の妥当性の審議

（設計変更ガイドラインの活用）

・設計変更に伴う工事中止の判断

（一時中止ガイドラインの活用）

設計変更審査会

全ての工事1回以上実施
（受注者に審査会開催の有無を確認）

（３）設計変更審査会

１．工事の円滑化に向けた取り組み

【取り組み状況】

・平成２１年１月までに主な事務所において審査会を設置

・平成２１年度以降は、積極的に活用（特記仕様書に記載）

・平成２２年度以降は、原則すべての工事を対象
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情報共有システム（ＡＳＰ）による取り組
みの円滑化、効率化、意志決定過程の
明確化

ワンデーレスポンス

情報共有システム（ＡＳＰ）

ワンデーレスポンス、工事施工調整会議（三者会議）、設計変更審査会の一体的な取り組
みと情報共有システムの活用

工事施工調整会議
（三者会議） 設計変更審査会

■平成２１年度から全ての工事で実施

■平成２１年度から原則１億円以上の工事
に拡大

■１億円未満の工事においても、仮設費の
占める割合が高い工事はすべて実施

■平成２１年度から特記仕様書に記載
■平成２２年度から全ての工事で１回以上実施

【平成２２年度の取り組み】

■ 受発注者を対象とした工事円滑化説明会の開催＜前期・後期開催＞

■ 「工事円滑化発注者心得八箇条」による円滑化の推進（H22.10）

■工事施工調整会議（三者会議）ガイドラインの策定（H23.1）

工事円滑化説明会、受注
者ヒアリング・アンケート、
業界との意見交換会によ
る課題の明確化

一体的な取り組みとＡＳＰの活用

１．工事の円滑化に向けた取り組み
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■設計図書の照査ガイドライン（案）
ttp://www.kkr.mlit.go.jp/plan/doboku2008/pdf/h200100.pdf

第○条 各種ガイドラインの遵守
工事の実施にあたっては、「設計図書の照査ガイドライン（案）」（平成２０年１月）「工事

一時中止に係るガイドライン（案）」（平成２０年３月）及び「工事請負契約における設計変
更ガイドライン（案）」（平成２０年５月）を遵守して行うものとする。

【特記仕様書記載例】

■工事請負契約における設計変更ガイドライン（案）
http://www.kkr.mlit.go.jp/plan/doboku2008/pdf/h200331_1.pdf

■工事一時中止に係るガイドライン（案）
http://www.kkr.mlit.go.jp/plan/doboku2008/pdf/h200331_2.pdf

各種ガイドラインの周知

１．工事の円滑化に向けた取り組み
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第１条 河川及び道路管理者等への法令協議は、発注者（協議担当職員）が行うこと。

第２条 副所長は、発注時チェックシートに未協議事項がある場合は、特記仕様書に協議完了
時期等の条件が記載されているか確認すること。

第３条 第１条協議の進捗状況は受注者にも情報提供すること。

第４条 副所長又は工事品質管理官は、施工調整会議、設計変更審査会に必ず出席すること。

第５条 発注担当課は、施工調整会議、設計変更審査会に於いて各種ガイドラインを受注者に
説明すること。

第６条 施工調整会議、設計変更審査会に於いて確認した内容は、打合せ簿で取り交わすこと。

第７条 発注者（甲）は、工事が施工できない場合、一時中止の通知を行うこと。

第８条 工事打ち合わせ簿及び変更伺いの内部決裁は、それぞれ押印した日付を記入すること。

工事円滑化発注者心得八箇条

１．工事の円滑化に向けた取り組み
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工事施工調整会議（三者会議）ガイドライン

１．工事の円滑化に向けた取り組み
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工事施工調整会議（三者会議）ガイドライン

１．工事の円滑化に向けた取り組み



14

工事施工調整会議（三者会議）ガイドライン

１．工事の円滑化に向けた取り組み
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工事施工調整会議（三者会議）ガイドライン

１．工事の円滑化に向けた取り組み
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ASPとは、
公共工事の施工中における、スケジュールや工事書類管理共有機能、決裁機能（ワークフロー）、電子納品データ

の作成支援機能を備えたアプリケーションソフトをインターネットを通じて公共工事の受発注者にレンタルする事業
者のことであり、この事業者が提供するサービスを活用することにより効率的に情報共有する。

○情報共有システム活用
ガイドラインの改定
（H23.4）

○平成２３年度の試行工
事の拡大

約１６０件

○今後の取り組み
・試行工事について、受発
注者にアンケート等を実
施。
・さらに適用の拡大に向け
検討
・平成２５年度の一般化を
目指す監督員

発注者
契約・工務職員等主任監督員総括監督員 現場代理人

受注者

共有書類管理機能

スケジュール管理機能 ワークフロー機能書類管理機能掲示板機能 発議書類作成機能

工事書類等出力・保管支援機能

データ活用

工事情報共有 システム

データ活用

蓄積・共有
蓄積・共有蓄積・共有

蓄積・共有

データ活用

監理技術者等

受発注者間のスケジ
ュール調整の効率化

協議経緯、協議
内容の共有

施工・施工管理、
工程管理情報
の一元管理

承認、確認行為
の時間短縮

二重入力を排除
した帳票作成

工事帳票等取りま
とめの負荷軽減

電子データによる検
査・検査準備作業の
効率化

上流工程情報（調査、設
計段階の情報）引継ぎ

業務改善目標
凡例

蓄積・共有

機能名称

工事基本情報管理機能

蓄積・共有

帳票データファイル入出力機能

システム管理機能

共有サーバ間、
関連システムとの

データ連携

データ活用

ワンデーレスポンス
等の円滑な実施

ワークフロー機能

書類管理機能

（４）情報共有システムの活用

１．工事の円滑化に向けた取り組み
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工事帳票の処理の迅速化

施工管理業務の充実

移動 手渡し印刷

検査の充実・高度化

スケジュール調整の効率化

電子検査

提出作業・時間の削減

情報共有の迅速化

監督職員受注者

受理・承諾
（電子決裁）

発議・提出

打合せ簿（協議）

回覧作業・時間の削減

出来形管理
品質管理など

情報共有システムの導入情報共有システムの導入

監督職員受注者

入力入力

スケジュール

登録
閲覧

閲覧

閲覧

地元協議
結果報告

整理作業・時間の削減

整理（紙） 整理（電子）

調整事務・時間の削減

電話 回覧 回覧 回覧

監督業務の充実（臨場時間の確保）

施工状況の
確認・把握

受注者

各工事現場における生産性向上 ＋ 工事目的物の品質確保各工事現場における生産性向上 ＋ 工事目的物の品質確保

監督職員

「土木工事における受発注者の業務効率化実施方針」に基づき、試行を実施
「土木工事の情報共有システム活用ガイドライン」の策定

ICT情報技術の導入（情報共有システムの概要）

１．工事の円滑化に向けた取り組み
（４）情報共有システムの活用
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１．協議、承諾等の行為の効率化

１－３ 段階確認を机上とした場合、情報共有システムの機能を活用して監督職員が施工管理記録、写真等の確認を行う。

１－１ 協議、承諾等の行為にあたり、発議し、受付をし、同意等を行う手続について、情報共有システムを活用する。

１－２ 現場で発生した問題等に対して情報共有システムを活用して監督職員がワンデーレスポンスを実施する。

２．施工管理、工程管理業務の効率化
２－１ 監督職員と受注者が情報共有システムにスケジュールを入力し、段階確認等の日程調整を行う。

２－２ 掲示板の活用により、協議経過、決定事項などの情報共有を迅速かつ適切に実施する。

３．工事進捗状況の共有化

３－１ 工事書類を情報共有システムに一元的に保存・管理し、監督職員と受注者のパソコンから検索・閲覧する。

３－２ 工程表、工事履行報告書などを情報共有システムに一元的に保存・管理し、事務所内工事関係者が工事進捗状況を共有
する。

４．協議内容の共有化

４－２ 設計変更審査会において、決定事項等を記載した議事録を作成し、会議資料とともに情報共有システムに一元的に保存・
管理し共有する。

５．電子データの利用による検査業務の効率化
５－１ 紙の工事書類の簡素化のため、事前協議によって情報共有システムの活用を明確にし、情報共有システムで処理した工

事書類は紙に出力せずに、電子データを活用した検査（電子検査）を原則とする。

５－２ 検査職員も任命直後から情報共有システムを利用して工事帳票を事前に確認することができるため、検査のポイントを事
前に把握することで検査を迅速・的確に実施する。

４－１ 三者会議において、決定事項等を記載した議事録を作成し、会議資料とともに情報共有システムに一元的に保
存・管理し共有する。

（４）情報共有システムの活用

１．工事の円滑化に向けた取り組み
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２．工事書類作成に係わる改善

大部分の工事書類が整
う時期に作成

【必要な工事書類の作成・提出】

・施工計画書に始まり、特記仕様書、共通

仕様書等に基づく工事書類を作成し、監督

職員へ提出

・契約変更に係る資料の作成・整理

提出書類のほとんどが紙ベースの資料）

・完成検査用及び受注者自身のために紙ベースで
とりまとめ、２部作成

【電子成果品の作成・納品】

受

注

者

受

注

者

発

注

者

発

注

者

契約契約 完成完成 完成検査完成検査
工事の施工

電子デ－タ化

紙で納品

電子で納品

とりまとめ

① そもそも提出する工事書類が多く、
処理に必要な単純作業も多い

② 設計変更に係る資料の作

成ル－ルが不明瞭

③ 電子納品する工事書類
が工事毎にまちまち

④ 紙と電子の大量
の二重納品の発生

発注者と

電子納品協議

電子成果品の作成

（完成検査対応）

【工事完成図書（＝検査書類）の作成・納品】

（１）工事書類作成に係わる課題
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11．提出する．提出する工事書類等のさらなる簡素化・削減工事書類等のさらなる簡素化・削減

・「平成21年度土木工事書類作成マニュアル」の作成、「平成２２年度 提出書類（工事関係書類一覧表）」の見直し、

「平成23年度４月共通仕様書」の改訂

２．２．情報共有システム（ＡＳＰ）の活用情報共有システム（ＡＳＰ）の活用による工事書類の電子処理化の実施と、による工事書類の電子処理化の実施と、

紙で提出させないことの明確化による工事書類の削減紙で提出させないことの明確化による工事書類の削減

・工事書類の処理（提出、発議、決済）をインターネット経由で実施することで、受注者の単純作業（印刷、移動、

整理等）を排除。H23.4「土木工事の情報共有システム活用ガイドライン」に明記。

【課題①】：提出する工事書類が多く、処理に必要な単純作業が多い

１．１．「設計変更ガイドライン」等に基づく資料のル－ルづくり「設計変更ガイドライン」等に基づく資料のル－ルづくりを検討を検討

・変更根拠資料・変更図面・変更数量計算書等において作成者や必要資料の明確化等の検討による改善

【課題③、④】：電子納品する工事書類が工事毎にまちまちであり、紙と電子の二重納品が発生して
いる。

１．１．電子納品のガイドライン・基準等の見直しによる二重納品の排除電子納品のガイドライン・基準等の見直しによる二重納品の排除

・「電子納品等要領運用ガイドライン【土木工事編】」、

「工事完成図書の電子納品等要領」 、 「デジタル写真管理情報基準」 の基準の改定（H22.9）

２２ ．． 情報共有システムの活用と電子検査の実施による業務改善の実施。情報共有システムの活用と電子検査の実施による業務改善の実施。

・H23.4「土木工事の情報共有システム活用ガイドライン」を策定

【課題②】：設計変更に係る資料の作成ル－ルが不明瞭

２．工事書類作成に係わる改善
（２）工事書類作成に係わる取り組み
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工事関係書類の体系化

契約書

工事関係書類
契約図書

設計図書

契約関係書類

工事書類工事書類

現場代理人等通知書

工事写真工事写真

工事帳票工事帳票

請負代金内訳書

工程表

施工計画書施工計画書
工事打合せ簿工事打合せ簿

工事履行報告書工事履行報告書
材料確認願材料確認願

段階確認書段階確認書

確認・立会願確認・立会願 関係機関協議資料関係機関協議資料

品質管理資料品質管理資料

出来形管理資料出来形管理資料

等

等

工事完成図書工事完成図書

工事完成図工事完成図

工事管理台帳工事管理台帳

添付資料

施設管理台帳施設管理台帳

品質記録台帳品質記録台帳

トンネル台帳 等

生コンクリート品質記録表 等

地質土質調査成果地質土質調査成果

（※１）
ASPを導入する工事 ： 電子で提出
ASPを導入しない工事 ： 紙で提出

（※２）
紙 ： パソコンの利用不能時や、

完成検査時の対比確認で必要
電子：維持管理等におけるデータの

利活用等

２．工事書類作成に係わる改善

（３）工事関係書類の体系化



22３．施工プロセスを通じた検査

１．施工プロセスを通じた検査の目的

２．施工プロセスを通じた検査導入による効率化

「施工プロセスを通じた検査における既済部分検査実施要領（案）」「施工プロセスを通じた検査における既済部分検査実施要領（案）」に基づく効率的な検査の徹底

・ 工事目的物の品質確保及び粗雑工事の防止 ⇒ 質及び頻度の高い現場チェック

・ 元請・下請企業に対するキャッシュフローの改善 ⇒ 既済部分検査実施による出来高部分払いを採用

・ 既済部分検査業務の効率化既済部分検査業務の効率化 「施工プロセス検査チェックシ－ト」活用による効率化

・準備する書類は、請求書、出来高内訳書及び出来形報告書のみ。請求書、出来高内訳書及び出来形報告書のみ。

受注者が作成

・施工プロセスや施工状況等の確認は、「施工プロセスを通じた検査」のチェックシートを活用。「施工プロセスを通じた検査」のチェックシートを活用。

発注者が作成

・出来高確認以外の資料（施工体制、工事打合せ簿等）を準備させない準備させないこと（求めないこと求めないこと）。

・既済部分検査の立会者は、原則として現場代理人原則として現場代理人とする。

・検査場所は、原則実地とするが、机上でもよい。机上でもよい。

・検査中も現場の施工は継続する施工は継続する（但し、検査の支障となる場合を除く）。

・現場の整理状況現場の整理状況を評価（成績評定）しない。

※ 検査の書類を簡素化できるのは、「施工プロセスを通じた検査」の試行工事である。

それ以外の工事では、既済部分検査技術基準（案）による通常どおりの資料を準備する。

検査書類の
簡素化

検査体制の
効率化

（既済部分検査は、受注者の請求で実施。）

（１）導入目的と効果



23

現場確認業務
（立会い業務）
・段階確認
・指定材料確認
・設計図書の規定による立会

い

（状況把握）
・施工状況の把握

契約関係業務
・契約内容の確認
・契約変更の確認
・変更図面の作成
・提出書類の受理、指示等

・完成検査（給付の検査＋技術検査）

・中間技術検査（技術検査）

・既済部分検査（給付の検査）

通常工事の監督・検査業務

・監督業務を行う工事の件数が多くなると、現場確認業務への影響（臨場回数の減少）が高くなる。
・臨場回数の減少は、各検査業務に対する負担が大きくなる。

調整関係業務
・地元調整
・関係機関協議

施工プロセスを通じた検査を導入した工事の監督・検査業務

・大規模な工事において監督業務の段階確認等を検査業務である施工プロセス検査業務で実施。
・監督業務の軽減を図るとともに、業務の成果を各検査へ活用することにより検査業務の効率化。

監督業務 検査業務

契約関係業務
・契約内容の確認
・契約変更の確認
・変更図面の作成
・提出書類の受理、指示等

調整関係業務
・地元調整
・関係機関協議

現場確認業務

（施工プロセス検査業務へ）

（状況把握）
・施工状況の把握

監督業務 検査業務

報告

近畿地整は当面実施

３．施工プロセスを通じた検査

（２）施工プロセスを通じた検査とは
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（３）支払制度

２．中間前金払い方式

（請負代金１，０００万円以上かつ工期が１５０日を超える工事）

0%

20%

40%

60%

80%

100%

契約時 2月 3　月 4　月 5　月 6　月 7　月 8　月 完成検査後

前払金
 ４０％

中間前払金
 ２０％

完成払金
 ４０％：出来高

１．前金払い方式の支払い

・契約後、前払金として請負代金の4割。

・工事完成後、完成払として請負代金の残り6割。

２．中間前金払い方式の支払支払い

・契約後、前払金として請負代金の4割。

・出来高及び工期が50％を超えた段階で、前払金として請負代金の2割。

・工事完成後、完成払として請負代金の残り4割。

３．出来高部分払方式の支払い

・契約後、前払金として請負代金の2割。

・出来高で20％を達成するか4ヶ月経過した段階で、前払金として請負代
金の2割。（工期が２７０日以下の工事では、4ヶ月を2ヶ月に短縮）

・部分払として出来高に応じた支払い。

（部分払金＝出来高×（０．９－０．４）―既存部分払支払金）

・工事完成後、残りの請負代金。

３．施工プロセスを通じた検査

３．出来高部分払い方式
（工期が１８０日超える工事）

0%

20%

40%

60%

80%

100%

契約時 2　月 3　月 4　月 5　月 6　月 7　月 8　月 完成検査後

前払金
 ４０％

完成払金
 ６０％

：出来高

0%

20%

40%

60%

80%

100%

契約時 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 完成検査後

前払金
２０％

前払金
２０％

完成払金
③

部分払金
①

：出来高

部分払金
②

部分払金の求め方：出来高×（0.9-0.4）-既存部分払支払金

① 出来高 40％：210×0.4×（0.9-0.4）-0＝42
② 出来高 70％：210×0.7×（0.9-0.4）-42＝31.5
③ 出来高100％：210-（42+42+42+31.5）＝52.5

１．前金払い方式



平成２２年度

総合評価方式実施結果

資料－４
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平成２２年度総合評価実施状況平成２２年度総合評価実施状況

※随意契約を除く

※ H23.3.31時点

Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ H２０ H２1 H２２

総合評価件数 123 693 1,235 1,368 1,273 1,082

総合評価金額
（百万円）

82,300 151,600 235,896 276,956 168,226 144,300

総合評価実施率
（金額ベース、％）

41.5 88.8 99.6 99.9 99.9 99.9
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総合評価発注における落札者の加算点と価格について総合評価発注における落札者の加算点と価格について

※１社応札及び予定価格内１社を除く

※ H23.3.31時点

年度別落札者の加算点と落札価格について

32.1%
25.9%

59.9%

36.5%35.4%
34.3%

33.4%
29.5%

39.8%
33.6%

67.0%

30.7%
34.1%

25.9%

14.2%

0.9%

31.1%

36.0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２1 Ｈ２２

価格＝品質

価格＞品質

価格＜品質
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総合評価発注における落札者の加算点と価格について総合評価発注における落札者の加算点と価格について

※１社応札及び予定価格内１社を除く

※ H23.3.31時点

平成２２年度総合評価方式別落札者の加算点と価格について

36.8%
32.7%

27.4%

37.5%

17.3%
24.2%

50.0% 48.4%

25.7%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

標準型Ⅰ型 標準型Ⅱ型 簡易型

価格＝品質

価格＞品質

価格＜品質
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加算点１位の業者が落札した割合

39.0%
44.3%

71.4%

17.1%

65.3%66.7%64.4%

54.8%
58.5%

33.0%

50.9%
57.3%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２1 Ｈ２２

総合評価発注における加算点１位の落札割合総合評価発注における加算点１位の落札割合

※１社応札及び予定価格内１社を除く

※ H23.3.31時点

H17～H21 標準型Ⅰ型
標準型Ⅱ型、簡易型

H22 標準型Ⅰ型、Ⅱ型
簡易型
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総合評価発注における価格点１位以外の落札割合総合評価発注における価格点１位以外の落札割合

※１社応札及び予定価格内１社を除く

※ H23.3.31時点

総合評価発注における入札価格１位以外の落札割合

24.7%

17.4%

46.0%

55.9%

49.3%

78.6%

33.6%

57.4%

65.4%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

標準型Ⅰ型 標準型Ⅱ型 簡易型

H20

H21

H22
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最低価格者

最低価格者

以外

最高得点者

以外

最高得点者

4.8%

52.4%

19.0%

23.8%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

価格

技術評価点

落札者の割合

最低価格者

最低価格者

以外

最高得点者

以外

最高得点者

18.5%

49.2%

16.2%

16 .2%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

価格

技術評価点

落札者の割合

最低価格者

最低価格者

以外

最高得点者

以外

最高得点者

33.1%

26.5%28.3%

12.0%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

価格

技術評価点

落札者の割合

最低価格者

最低価格者

以外

最高得点者

以外

最高得点者

27.5% 31.8%
28 .1%

12.6%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

価格

技術評価点

落札者の割合

総合評価発注における落札割合総合評価発注における落札割合

最低価格者

最低価格者

以外

最高得点者

以外

最高得点者

18.4%

56.5%

11.4%

13.8%
0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

価格

技術評価点

落札者の割合

最低価格者

最低価格者

以外

最高得点者

以外

最高得点者

35.7%

26.3%
30.9%

11.4%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

価格

技術評価点

落札者の割合H21全国
最高得点者
最高得点者以外標準Ⅱ型 簡易型

H22近畿

標準Ⅰ型

標準Ⅱ型 簡易型標準Ⅰ型

※全国との比較のため主要4工種（一般土木、AS舗装、PC、鋼橋上部）としている
※１社応札及び予定価格内１社を除く
※ H23.3.31時点
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総合評価発注における価格点１位以外の落札割合総合評価発注における価格点１位以外の落札割合

　価格=品質  

　価格＞品質 

　価格＜品質 

※１社応札及び予定価格内１社を除く
※ H23.3.31時点

平成22年度総合評価による落札結果　（標準Ⅰ型）

落札者の入札価格順位と加算点順位 

　　１位 　　２位 　　３位以下 計

　　１位 10 (19.2%) 4 (7.7%) 4 (7.7%) 18 (34.6%)

　　２位 5 (9.6%) 3 (5.8%) 1 (1.9%) 9 (17.3%)

　　３位以下 18 (34.6%) 3 (5.8%) 4 (7.7%) 25 (48.1%)

計 33 (63.5%) 10 (19.2%) 9 (17.3%)

　価格=品質  ＝17／52＝32.7％

　価格＞品質 ＝9／52＝17.3％

　価格＜品質 ＝26／52＝50.0％

52

加算点順位

入札価格順位

加算点順位

平成22年度総合評価による落札結果　（標準Ⅱ型）

落札者の入札価格順位と加算点順位 

　　１位 　　２位 　　３位以下 計

　　１位 58 (20.9%) 41 (14.8%) 19 (6.9%) 118 (42.6%)

　　２位 55 (19.9%) 14 (5.1%) 7 (2.5%) 76 (27.4%)

　　３位以下 69 (24.9%) 10 (3.6%) 4 (1.4%) 83 (30.0%)

計 182 (65.7%) 65 (23.5%) 30 (10.8%)

　価格=品質  ＝76／277＝27.4％

　価格＞品質 ＝67／277＝24.2％

　価格＜品質 ＝134／277＝48.4％

277

入札価格順位

加算点順位加算点順位

平成22年度総合評価による落札結果　（簡易型）

落札者の入札価格順位と加算点順位 

　　１位 　　２位 　　３位以下 計

　　１位 128 (31.6%) 71 (17.5%) 70 (17.3%) 269 (66.4%)

　　２位 49 (12.1%) 20 (4.9%) 8 (2.0%) 77 (19.0%)

　　３位以下 45 (11.1%) 10 (2.5%) 4 (1.0%) 59 (14.6%)

計 222 (54.8%) 101 (24.9%) 82 (20.2%)

　価格=品質  ＝152／405＝37.5％

　価格＞品質 ＝149／405＝36.8％

　価格＜品質 ＝104／405＝25.7％

405

入札価格順位

加算点順位加算点順位
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0%

10%

20%
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60%

平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度

7.2億円以上（平成22年度は6.9億円以上）

3.0億円以上7.2億円未満

2.0億円以上3.0億円未満

1.0億円以上2.0億円未満

1.0億円未満

全体

「施工体制確認型総合評価落札方式」の採用により、平成１９年度以降、全体件数に占める低入札の
割合は減少し、その後ほぼ横ばいであるが、施工体制確認型が適用されない１億円未満では、増加
傾向であった。平成２１年度から施工体制確認型の適用を予定価格６千万円以上の全工事に引き下
げた結果、６千万円以上１億円未満では２％～３％程度で（平成２１～２２年度）しており、適用外であ
る６千万円未満においては２２％～２５％（平成２１～２２年度）と依然高い状況となっている。

平成１８年度から平成２２年度までの発注件数に占める低入札の状況 ※ 港湾空港部を除く

全体件数 全体件数 全体件数 全体件数 全体件数

　７．２億円以上（平成２２年度は６．９億円以上） 15 54% 28 1 3% 39 3 4% 73 0 0% 30 1 5% 19

　３．０億円以上 ７．２億円未満 12 46% 26 3 5% 55 0 0% 61 0 0% 41 0 0% 40

　２．０億円以上 ３．０億円未満 28 20% 139 0 0% 155 7 4% 169 1 1% 141 0 0% 135

　１．０億円以上 ２．０億円未満 45 21% 215 5 2% 228 3 1% 282 4 1% 291 1 1% 205

　１．０億円未満 157 18% 891 90 12% 774 116 15% 751 120 17% 721 114 18% 625

 （０．６億円未満                   ） (114) (22%) (527) (110) (25%) (444)

257 20% 1,299 99 8% 1,251 129 10% 1,336 125 10% 1,224 116 11% 1,024計

予定価格
低入件数(％) 低入件数(％)

平成２２年度

低入件数(％)低入件数(％) 低入件数(％)

平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度

近畿地方整備局における低入札の状況近畿地方整備局における低入札の状況



Ministry of Land, Infrastructure, Transport and TourismMinistry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

近畿ﾌﾞﾛｯｸ発注者協議会 第６回幹事会

平成２３年７月６日

近畿地方整備局建政部



建設産業の再生と発展のための方策2011（概要）建設産業の再生と発展のための方策2011（概要）

○ 災害対応、除雪、維持管理等(地

域維持事業)を担える企業が不足

○ 地域維持事業の担い手確保に資す
る新たな契約方式(※)の導入

○ 地域維持事業の担い手確保に資す
る新たな契約方式(※)の導入

地域社会の維持

地域維持型の
契約方式の導入

課題１

対策１

○ 保険未加入企業の排

除、技術者適正配置

の徹底 (再掲)

○ 保険未加入企業の排

除、技術者適正配置

の徹底 (再掲)

○ 企業数としては

過剰

○ 震災により一時的に

建設需要が増加して

も、過剰供給構造そ

のものは変わらない

不良不適格
業者の排除

過剰供給構造
の是正

○ 建設企業としての

欠格要件の強化

○ 建設企業としての

欠格要件の強化

○ 都道府県との

連携強化

○ 都道府県との

連携強化

課題６

対策６

○ 地域企業と地域外

企業の適切な活用

○ 地域企業と地域外

企業の適切な活用
○ 事業の早期着手のための随意

契約や指名競争入札の活用等

○ 事業の早期着手のための随意

契約や指名競争入札の活用等

東日本大震災

○ 被災地と原発地域の企

業の支援

○ 特定の地域又は業種で一時的に供

給不足となる可能性

震災を受けた特別の対応課題７ 対策７

○ 法定福利費を負担しない企業が、人を大切にする施工力

のある企業を駆逐しているおそれ

保険未加入企業の排除

技能労働者の雇用環境の改善

○ 行政、元請、下請による一体的な取組○ 行政、元請、下請による一体的な取組

課題２

対策２

○ 売上高減少に伴う固定費削減方策として、技能労

働者の外部化、賃金の低下等

○ 若年入職者が減少、技能・技術喪失の危機

○ 地域企業の適切な活用○ 地域企業の適切な活用

○ 段階選抜方式の活用推進○ 段階選抜方式の活用推進

○ 受発注者間の法令遵守ガイドラインの策定○ 受発注者間の法令遵守ガイドラインの策定

○ 価格競争が激化し地域建設企業の疲弊と品質への影響 ○ 参加者多数の入札で受発注者の手続負担増

公共調達市場と受発注者関係

入札契約制度改革の推進

○ 地方公共団体等におけるダンピング対策の強化○ 地方公共団体等におけるダンピング対策の強化

対策４

課題４

海外展開支援
策の強化

海外市場への
積極的進出

○ 契約・リス

ク管理の強化

○ 情報収集･提

供､人材育成

の強化等

○ 投資協定の

活用

○ 契約・リス

ク管理の強化

○ 情報収集･提

供､人材育成

の強化等

○ 投資協定の

活用

課題５

○ 海外には膨

大なインフラ

需要がある一

方、受注額が

伸び悩み

対策５

○ 業種区分が実態と乖離のおそれ

○ 技術者ＤＢの整備・活用による技術者の

資質向上と適正配置の徹底

○ 技術者ＤＢの整備・活用による技術者の

資質向上と適正配置の徹底

○ 技術者の不適正配置が工事の品質と施工の安全に影響

技術者の育成と適正配置

技術者データベースの整備と
業種区分の点検

○ 業種区分の点検と見直し○ 業種区分の点検と見直し

課題３

対策３

○ 施工管理を適切に行うことができる人材の継続的育成

○ 迅速かつ円滑な

復旧・復興
○ 建設企業の役割を発揮させる

ための行政による支援等

○ 建設企業の役割を発揮させる

ための行政による支援等

○社会保険等の加入状況
（公共事業の現場労働者）

＜雇用保険、健康保険、厚生年金保険＞

・土木71% ・建築64％

○就労形態等の変化

＜常雇の割合＞81%（H9）→64 %（H20）
＜月給制の割合＞58%（H9）→29 % （H20）

出所：国土交通省「建設技能労働者の就労状況等に関する調査」（Ｈ20）

○社会保険等の加入状況
（公共事業の現場労働者）

＜雇用保険、健康保険、厚生年金保険＞

・土木71% ・建築64％

○就労形態等の変化

＜常雇の割合＞81%（H9）→64 %（H20）
＜月給制の割合＞58%（H9）→29 % （H20）

出所：国土交通省「建設技能労働者の就労状況等に関する調査」（Ｈ20）

○社会保険の加入状況等 ○過剰供給構造

S55
年度

H4
年度

H22
年度

建設
投資額

50
兆円
(100)

84
兆円
(141)

41
兆円
(66)

許可
業者数

50
万社
(1.0)

53
万社
(1.1)

50
万社
(1.0)

建設業
就業者

数

548
万人
(1.0)

619
万人
(1.1)

498
万人
(0.9)

＜行政＞ 保険加入状況の確認強化、指導
＜元請＞ 下請指導責任の明確化
＜下請＞ 保険加入の徹底
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（港湾空港関係を除く。）

○低価格入札の発生率

○技術者の数等 ○海外受注の実績

出所：国土交通省「公共事業労務費調査」（Ｈ22）

○経営環境の変化
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※ 包括発注（一括契約、複数年契約
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る受注
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○事業所数の減少率
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※資本金10億円以上の企業では、総利益率は13%程度から11%程度
に低下、販管費率は8%前後で安定的に推移

H23.6.23 国土交通省建設産業戦略会議取りまとめ

1



販管費

経費

完
成
工
事
原
価

外注費

労務費

材料費

営業利益

（２０～３０％）
素材、半製品、材料等

（５～１５％）
直接雇用の作業員の賃金、
給与等

（４０～６０％）
下請契約支払額

（１０～２０％）
その他工事に係る経費
工事に従事した従業員の給与等

売
上
総
利
益

（１０～２０％）
役員、間接部門の給与、福利厚
生費、事務費、広報宣伝費、賃
料、償却費、租税公課等

売上高総利益率、販管費率、営業利益率の関係

○ 建設産業全体としては、売上高総利益率は概ね16～18%程度の範囲で推移している。

○ 間接経費である販管費の比率は低下せず、売上高営業利益率は下落、低迷。

2

（下請企業の労務費を含む）

出所：財務省「法人企業統計」

販管費率は上昇

その他原価その他原価

売
上
高

兼業部門の原価

※（ ）内は売上高に占める
各項目の標準的な割合 ※資本金10億円以上の企業では、総利益率は13%程度から11%程度に

低下、販管費率は8%前後で安定的に推移



○ 災害対応、除雪、維持管理等(地域維持事業)を担える企業が不足

地域社会の維持課題１

地域維持型の契約方式の導入対策１

※ 包括発注（一括契約、複数年契約等）や、地域建設企業の共同
体による受注

○ 地域維持事業の担い手確保に資する新たな契約方式（※）の導入

3



○ 中規模（従業者10人）以上の建設企業の数が大幅に減少し、小規模の建設企業の割合が増加。

○ 小規模化の傾向は、地方圏で顕著。

建設企業の小規模化（地方圏ほど進展）

許可業者の減少率
秋田▲6.7％ 東京 ▲11.1％
富山▲5.1％ 大阪 ▲15.4％
鳥取▲3.8％ 愛知 ▲4.4％
高知▲5.5％ 神奈川▲7.6％
佐賀▲8.9％ 埼玉 ▲9.7％

4

【出所：総務省「事業所・企業統計調査」（H１１、H１８）】 【出所：総務省「事業所・企業統計調査」（H１１、H１８）】



課題を踏まえた対応の方向性課題を踏まえた対応の方向性

① 地域維持事業
※

に係る経費の積算において、実態に即した適切な費用計上を行う。 ※災害対応、除雪、インフラの維持管理

② 地域に不可欠な維持管理を適切に行い得る担い手の確保が困難となるおそれがある場合には、施工の効率化と施工体制の安定的
確保の観点から、地域の実情を踏まえつつ、契約方式を工夫する。
（例えば、一括契約、複数年契約、地域精通度の高い建設企業（地域維持型の建設共同企業体等）との契約等）

③ 契約は、適正な競争のもと、透明性の高い契約手続を通じて行う。

一括契約のイメージ例一括契約のイメージ例

地域社会の維持、災害対応空白地帯の発生防止地域社会の維持、災害対応空白地帯の発生防止
目指すべき姿目指すべき姿

（例２）
道路巡回と河川巡視を一括受注できれば、１台のパトロール車・運転手で

両方の業務を効率的に行えるようになる。
＜道路巡回（個別）＞ 車両１台＋運転手１名＋技術者１名
＜河川巡視（個別）＞ 車両１台＋運転手１名＋技術者１名

＜道路巡回・河川巡視の一括契約＞
車両１台＋運転手１名＋技術者２名

〔△車両１台、運転手１名〕

（例３）
道路のＡ区間とＢ区間を一括受注できれば、１台の除草車で両方の区間

の業務を効率的に行えるようになる。
＜Ａ区間の除草（個別）＞ 除草車１台＋作業員１名
＜Ｂ区間の除草（個別）＞ 除草車１台＋作業員１名

＜Ａ区間・Ｂ区間を通じた一括契約＞
除草車１台＋作業員１名

△除草車１台、作業員１名
ただし、作業時間は延長

（例１）
雪寒地域において、通常の維持管理業務と除雪業務を一括受注できれば、

年間を通じて人や機械を遊ばせることなく効率的に使うことができる。

＜降雪期＞ ＜その他期間＞
（個別） （仕事なし）

除雪業務

（複数年）
契約

（個
々
の
企
業
で
は
な
く
）

地
域
維
持
事
業
の
実
施
を
目
的
と
し
た

新
タ
イ
プ
の
建
設
共
同
企
業
体
（
Ｊ
Ｖ
）

（個
々
の
企
業
で
は
な
く
）

地
域
維
持
事
業
の
実
施
を
目
的
と
し
た

新
タ
イ
プ
の
建
設
共
同
企
業
体
（
Ｊ
Ｖ
）

除雪業務＋除草、維持補修等

（複数年）
契約

（複数年）
契約

地域維持型の契約方式

＜一括契約＞
人や機械を両方で有効活用できる
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○ 法定福利費を負担しない企業が、人を大切にする施工力のある企業

を駆逐しているおそれ

課題２

対策２

○ 売上高減少に伴う固定費削減方策として、技能労働者の外部化、賃

金の低下等

○ 若年入職者が減少、技能・技術喪失の危機

技能労働者の雇用環境の改善

保険未加入企業の排除

○ 行政、元請、下請による一体的な取組

＜行政＞ 保険加入状況の確認強化、指導
＜元請＞ 下請指導責任の明確化
＜下請＞ 保険加入の徹底

6



※平成22年度公共事業労務費調査のデータにおける、規模が10人以上の事業所、
65歳未満、月18日以上労働する労働者（交通誘導員A、Bを除く）の有効標本
（77,891標本）のうち、雇用保険、健康保険（一般健康保険、日雇特例保険、

全国土建国保、または船員保険等）、及び厚生年金保険の法定福利費控除額
（本人負担額）が３保険とも確認できた標本の率を示す。

※法定福利費控除額（本人負担額）が確認できなかった標本の中には国民健康保険、
国民年金の加入者等が含まれる。

＜土木工事＞ ＜建築工事＞

・・・

① 元請・下請次数別（合計標本数：77,891） ② 都道府県別（合計標本数：77,891）

労働者単位での加入状況

公共事業労務費調査における社会保険等の加入状況

○労働者単位での加入状況をみると、下請企業を中心に、保険未加入の割合が大きくなっている。

○都道府県別では、地方部と比較して、都市部の加入割合が低い傾向にある。

7



保険未加入企業の排除

目指すべき姿目指すべき姿

①許可更新時の加入状況確認

②公共工事参加者の加入状況確認

③建設業担当部局による立入検査

○元請企業による下請指導←行政によるチェック
○元請企業による下請指導責任の明確化
○下請企業の保険加入状況のチェック、指導
※施工体制台帳、建設現場の作業員名簿等を活用

○加入義務のある許可業者について

１００％

○製造業相当の加入状況を目指す

(参考）製造業の加入状況
・雇用保険 ９２．６％
・厚生年金保険 ８７．１％

※雇用者数（雇用保険は役員を除く）に占める被保険者
数の割合

出所：総務省「労働力調査」、厚生労働省「雇用保険事業年報」、
「厚生年金保険業態別規模別適用状況調」（H21）

行政、元請企業、下請企業が一体となった取組行政、元請企業、下請企業が一体となった取組

○法定福利費が適切に流れる取組み
・見積・契約額における労務費・法定福利費計上を周知徹底等

○一人親方が増加しないようにする取組み
・請負及び雇用に関するルール（偽装請負の禁止等）の周知徹底等

社会保険担当部局との

連携による加入徹底

派生する課題への対応

○建設産業の持続的な発展に必要な人材の確保

○企業間の健全な競争環境の構築

２．元請企業における徹底方策

１．行政による指導監督方策

○下請企業による保険加入の徹底
○下請企業、再下請企業の保険加入の徹底
○労働者単位の加入状況の効率的なチェック
・建設業者団体による労働者の加入状況のチェック等

３．下請企業における徹底方策

社会保険等の加入状況

企業単位

労働者単位

○周知・啓発期間：１年程度
○排除方策の進め方

・大規模工事から順次拡大

・５年目途で目指すべき姿に

スケジュール

8



○ 技術者ＤＢの整備・活用による技術者の資質向上と適正配置の徹底○ 技術者ＤＢの整備・活用による技術者の資質向上と適正配置の徹底

○ 業種区分の点検と見直し○ 業種区分の点検と見直し

対策３

○ 業種区分が実態と乖離のおそれ

○ 技術者の不適正配置が工事の品質と施工の安全に影響

課題３

○ 施工管理を適切に行うことができる人材の継続的育成

技術者の育成と適正配置

技術者データベースの整備と業種区分の点検

9



技術者の数等

10



◎技術者に関するデータベースの整備

課題を踏まえた対応の方向性（１）課題を踏まえた対応の方向性（１）

発
注
者
等

本人性情報

所属建設企業情報

資格情報 各種学習等履歴

現場配置情報

技術者データベース
ア
ク
セ
ス

監理技術者等

登録申請

（初回のみ）
登録

審査

更新
登録情報の追加

一定周期

ＤＢ登録・更新の流れＤＢ登録・更新の流れ

技術者の適正配置の確認に不可欠な情報は厳正に審査し登録
（本人性、所属企業、資格、更新のための項目）
その他有効な情報（ＣＰＤ等）はそれぞれ課題を踏まえた検討を実施

住基ネット住基ネット
指定試験機関
（資格情報）

指定試験機関
（資格情報）

講習等実施機関講習等実施機関

登録データ確認、経歴証明等登録データ確認、経歴証明等

建設会社が提出する
工事経歴書など

建設会社が提出する
工事経歴書など

更新のための項目

現場配置情報（工事実績）の蓄積

更新の要件として技術力の維持向上の
取組を確認（登録講習の受講に加え
複数の選択肢を用意）

技術者データベースの整備

11
○ 技術者の資質・技術力向上のインセンティブの付与

○ 優秀な技術者の確保・育成
目指すべき姿目指すべき姿



専任が必要な
工事（イメージ）

監理技術者情報のデータベース化

・確認行為の効率化

・不正表示等の防止
技術者の配置情報を収集することにより、

民間工事についても、システム上で、専任の確認
が可能。

データベースの対象を主任技術者まで拡充
→ 確認行為の効率化、不正表示の防止
→ システム上で専任の確認が可能。

（段階的な拡充が有効）

データベースによる技術者適正配置の推進

監理技術者 主任技術者

現在システム上で
「専任制」の確認が可能な工事

公共
工事

民間
工事

工事実績情報
システム
対象工事

技術者データベースの整備

12

課題を踏まえた対応の方向性（２）課題を踏まえた対応の方向性（２）

○ 適切な確認方法の導入による適正配置の確保

（不良不適格業者の排除による健全な競争環境の実現）

○ 適切な確認方法の導入による適正配置の確保

（不良不適格業者の排除による健全な競争環境の実現）
目指すべき姿目指すべき姿



2011/7/21

○建設工事は多種多様な専門的技術の組合せにより行われており、業種別許可制度を採用
○現在の業種区分は、昭和46年に、施工技術の相違や取引慣行、業界の実態等より設定
○40年が経過する中で、実態と乖離しているおそれ

業種区分の点検の必要性

課題を踏まえた対応の方向性課題を踏まえた対応の方向性

業種区分の点検の視点を整理し点検を行い、必要な見直しを検討

（建設業界の意見も聴取し、総合的な観点で検討）

◎業種区分の点検 ○ 時代のニーズや経営環

境の変化に対応した技術者

制度の適切な運用

○ 時代のニーズや経営環

境の変化に対応した技術者

制度の適切な運用

目指すべき姿目指すべき姿

業種区分の点検
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○ 地域企業の適切な活用○ 地域企業の適切な活用

○ 段階選抜方式の活用推進○ 段階選抜方式の活用推進

○ 受発注者間の法令遵守ガイドラインの策定○ 受発注者間の法令遵守ガイドラインの策定

○ 価格競争が激化し地域建設企業の疲弊と品質への影響

○ 参加者多数の入札で受発注者の手続負担増

公共調達市場と受発注者関係

入札契約制度改革の推進

○ 地方公共団体等におけるダンピング対策の強化○ 地方公共団体等におけるダンピング対策の強化

対策４

課題４

14



現状と課題現状と課題

・調査基準価格を、国の調査実績に基づく水準に見直し ・予定価格等の事前公表の取りやめ

くじ引き落札の多発

事前公表 事後公表

１３．５％ ５．７％

２．４倍

＞

入札行動のゆがみ

最低制限価格

応札者の
約６割が

集中

【横浜市データ】

０

分
布

予定
価格±1%

低価格入札の発生率低価格入札の発生率
（％）

都道府県発注工事

国土交通省直轄工事

低入札価格調査基準価格
（国並み水準以上に設定している自治体の割合）

低入札価格調査基準価格
（国並み水準以上に設定している自治体の割合）

都道府県

指定都市

市区町村

工事の品質確保、下請へのしわ寄せ防止 等

ダンピング対策の強化

15

予定価格の事前公表（都道府県の３６団体）予定価格の事前公表（都道府県の３６団体）

課題を踏まえた対応の方向性課題を踏まえた対応の方向性

目指すべき姿目指すべき姿



受発注者の手続コストの縮減

落札決定の効率化（段階選抜方式）

落札

（
広

く

競

争

参

加

者

を

募

集

）

応募者

平均
18.4者/件

段階選抜のイメージ

５者程度

１者

簡易な
技術審査

総合評価
（価格・詳細な

技術審査）

現状と課題現状と課題

総合評価の技術提案・審査に多くのコストを要している（H21）総合評価の技術提案・審査に多くのコストを要している（H21）

予定価格の
７．１％ 分の
コスト

営業利益率
（平均）
０．６％

6.4

18.4

（者）

平均入札参加者数（国土交通省直轄のWTO対象工事※）平均入札参加者数（国土交通省直轄のWTO対象工事※）

予定価格の7.1%が受発注者全体のコストとなっている。
（平均入札参加者数18.4者※の場合の試算）

建設企業の営業利益率は0.6%。
（2010年7月 日建連法人会員決算状況調査）※国土交通省（港湾空港を除く）発注の一般土木工事

入札契約手続に要した審査コスト（発注者）及び技術提案コスト（建設企業）
は、最終的には、国民負担の増加につながるおそれ。

審査コストの増加

国民負担の増加

多数の技術提案を審
査

公共調達コストの増加

多数の工事において、多数の企業が、多数の技術提案を
作成。

業界全体のコストアッ
プ発注者

平均入札参加者
数が18.4者

工事1

工事2

工事3

提案コスト 提案コスト 提案コスト ･･･････････

提案コスト 提案コスト ･･･････････ ･･･････････

提案コスト ･･･････････ ･･･････････ ･･･････････

A社 B社 C社 D社

建設業界

16

課題を踏まえた対応の方向性課題を踏まえた対応の方向性

目指すべき姿目指すべき姿



海外市場への積極的進出課題５

○ 海外には膨大なインフラ需要がある一方、受注額が伸び悩み

海外展開支援策の強化

○ 契約・リスク管理の強化

○ 情報収集･提供､人材育成の強化等

○ 投資協定の活用

○ 契約・リスク管理の強化

○ 情報収集･提供､人材育成の強化等

○ 投資協定の活用

対策５

17



１．必要性１．必要性

新成長戦略（平成22年6月18日閣議決定）、国土交通省成長戦略（平成22年5月17日国土交通省成長戦略会議報告）においても、海外展開を推進することとしている。

（単
位
：
十
億
ド
ル
）

4,171

1,056

2,671

381

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

エネルギー 通信 運輸 水・衛生

アジアにおけるインフラ需要

出所：ADB, ADBI “Infrastructure for a Seamless Asia”
(2009)

2010～20年で約8兆ドル超

出所：財団法人建設経済研究所「建設経済レポート・2011年4月版」

日本 アジア太平洋
中東・アフリカ

（MENA）

GDP 54,381.3 102,551.0 17,300.0

日本を100とした場合の割合 100 189 32 

建設投資 4,454.3 25,898.0 1,087.0

日本を100とした場合の割合 100 581 24 

建設投資の対GDP比 8.2% 25.3% 6.3%

世界の建設投資の現況
（単位：億米ドル）

日本は2010年度、アジア太平洋、MENAは2009年。

2011/7/21

○韓国等諸外国では政府が手厚い支援策を講じている例もあり、競争が激化。

土木・建築工事の海外受注高比較（億円）

（年度）
出所： (社)海外建設協会

韓国国土海洋部

２．現状２．現状

我が国建設業の海外受注実績の推移

出所：海外建設協会資料

9.072億円
(2010年度)

（年度）

（億円）

海外展開支援策の強化

6,696億円
(2009年度) 【韓国の支援策】

「海外建設総合情報サービス網」により発注情報、建設環境情報等を提供。（155ヶ国）

「海外建設教育訓練プログラム」の実施、教育・セミナーの実施。（年1,400人）

「中小企業受注支援センター」における専門家による業務支援相談の実施。

18



2011/7/21

１．契約・リスク管理の強化１．契約・リスク管理の強化

・契約・リスク管理の重要性についての意識改革の推進。
・国内における国際的な発注・契約方式を取り入れた公共工事の実施
の検討、試行。
・海外建設ホットラインの拡充。
・貿易保険の活用。

２．情報収集・提供の強化２．情報収集・提供の強化

・主要国の建設環境情報やトラブル情報等を収集・提供する仕組みの
構築。

・ＪＥＴＲＯとの連携強化
・中小企業向け相談窓口を設置するとともに、必要に応じ、専門アドバ

イザーとの相談をアレンジ。

３．人材育成の強化３．人材育成の強化

・業界における人材育成体制の構築。
・研修プログラムの作成、公開講座に対する支援。
・我が国留学生、外国人研修生等に関する海外建設人材情報データ

ベースの構築支援。
・日本型の建設マネジメントについて経験等有する現地人材の育成。

４．事業初期段階からの戦略的支援・海外進出意欲の醸成４．事業初期段階からの戦略的支援・海外進出意欲の醸成

・トップセールスの展開。
・建設企業等による案件形成支援。
・建設交流会議（ＰＲセミナー）の開催、国際見本市への参画等。
・融資（ＪＢＩＣ、政投銀等）の活用促進。
・海外現地法人の海外建設工事の完成工事高等を経営事項審査の評

価の対象とする方向で検討。

５．国際建設市場の環境整備５．国際建設市場の環境整備

・途上国等にみられる外国業者に対する外資制限の緩和等、非関税
障壁の撤廃交渉（ＷＴＯ、二国間）。

・投資協定（ＢＩＴ）、経済連携協定（ＥＰＡ）の活用。

海外展開支援策の強化

各企業、業界団体、政府が一体となって、
中小建設企業等を含めた我が国建設産業の海外展開を推進 19

３．当面の施策の方向性３．当面の施策の方向性

目指すべき姿目指すべき姿



○ 保険未加入企業の排除、技術者適正配置の徹底 (再掲)○ 保険未加入企業の排除、技術者適正配置の徹底 (再掲)

○ 企業数としては過剰

○ 震災により一時的に建設需要が増加しても、過剰供給構造そのもの

は変わらない

不良不適格業者の排除

過剰供給構造の是正

○ 建設企業としての欠格要件の強化○ 建設企業としての欠格要件の強化

○ 都道府県との連携強化○ 都道府県との連携強化

課題６

対策６

20



S55年度 H4年度 H22年度

建設投資額
50兆円
(100)

84兆円
(141)

41兆円
(66)

許可業者数
50万社
(1.0)

53万社
(1.1)

50万社
(1.0)

建設業就業者数
548万人

(1.0)
619万人

(1.1)
498万人

(0.9)

※建設投資額の欄の（）内はデフレータを加味した数値

過剰供給構造
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○ 地域企業と地域外企業の適切な活用○ 地域企業と地域外企業の適切な活用

○ 事業の早期着手のための随意契約や指名競争入札の活用等○ 事業の早期着手のための随意契約や指名競争入札の活用等

東日本大震災

○ 被災地と原発地域の企業の支援

○ 特定の地域又は業種で一時的に供給不足となる可能性

震災を受けた特別の対応

課題７

対策７

22

○ 迅速かつ円滑な復旧・復興

○ 建設企業の役割を発揮させるための行政による支援等○ 建設企業の役割を発揮させるための行政による支援等
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1

業務における総合評価落札方式について

近畿地方整備局



2業務発注件数の推移

0

200

400

600

800

1,000

1,200

H18 H19 H20 H21 H22

件数

業務発注件数の推移（港湾空港部除く、単価契約除く）

価格競争

プロポーザル

随意契約

総合評価

1,792 2,212 2,196 2,523 2,563 合計

777 396 59 3 0 総合評価

12 26 119 546 841 随意契約

295 867 1,081 873 729 プロポーザル

708 923 937 1,101 993 価格競争

H22H21H20H19H18



3

☆公募方式

官側より参加要件を提示し参加
希望者を募る

☆指名方式

官側において、経営状況・業務
成績・誠実性・地域特性等を考
慮し業者を選定

・入札参加者を１０者指名

・技術提案内容のﾋｱﾘﾝｸﾞ
により技術的に最適な者
を特定し、随意契約

☆価格競争 ☆技術競争

技術的工夫の余
地が少ない業務

技術力が要求される業務

○公募型競争入札

○簡易公募型競争入札

○公募型ﾌﾟﾛﾎﾟｰｻﾞﾙ

○簡易公募型ﾌﾟﾛﾎﾟｰｻﾞﾙ

業務の落札者の決定

・参加表明書により入札参
加者を１０者選定

○指名競争入札 ○標準ﾌﾟﾛﾎﾟｰｻﾞﾙ

・最低価格をもって
入札した者と契約

・最低価格をもって
入札した者と契約

・技術提案内容のﾋｱﾘﾝｸﾞ
により技術的に最適な者
を特定し、随意契約

※公募型は官報告示

・価格評価点＋
技術評価点の最
も高い者と契約

総合評価落札方式

参加希望者から提出された参加
表明書により業者を選定

簡易公募型は新聞公告

☆価格＋技術

技術的工夫の余
地がある業務

・価格評価点＋
技術評価点の最
も高い者と契約

入札契約方式

参
加
者
の
選
定
方
法

・参加表明書により技術提
案書提出者を３～５者選定

・選定した５者に対し技術
提案書提出を要請

コンサルタント業務の契約方式



4発注方式の選定フロー



5
標準的な業務内容に応じた発注方式事例（河川）

知

識

構想力・応用力

価格競争

総合評価方式
施設点検調査

耐震調査

河川台帳作成

洪水予測システム検討

環境管理基本計画

環境アセスメント

事業評価
河川整備基本方針

河川整備計画

河道計画検討

施設健全度調査

プロポーザル方式

河川景観設計

治水経済調査

自然再生計画検討

特殊構造物 予備・詳細設計
（樋門・樋管・排水機場等以外）

氾濫解析

水文・水質観測

水文データ照査検討

危機管理検討（演習）

河川構造 予備設計
（樋門・樋管・排水機場等）

（標準積算基準対象施設以外）

河川水辺の国勢調査

堤防・護岸設計

河川構造物 詳細設計
（樋門・樋管・排水機場等）

河川構造物 予備設計
（樋門・樋管・排水機場等）

（標準積算基準対象施設）

環境調査・分析（高度）



6
標準的な業務内容に応じた発注方式事例（道路）

知

識

構想力・応用力

価格競争
総合評価方式

道路網整備計画検討

道路・橋梁等構造物景観設計
構造物予備・補修設計（大型、特殊）

トンネル設計

道路予備設計（中心線決定）

交通需要予測検討

環境アセスメント

道路概略設計
（路線比較検討、最適路線選定）

構造物詳細・補修設計（一般）

道路詳細設計

道路予備設計（用地幅決定）

各種資料作成

定期点検、緊急点検

交通量観測

構造物予備設計（一般）

構造物詳細設計（大型、特殊）

交差点設計（一般）

整備効果分析検討

環境調査（常時観測等）

事業評価

防災対策検討

ＰＩプロセス・社会実験実施

交差点設計（立体交差）

定期点検結果の診断

プロポーザル方式

道路・交通等現況分析

環境基礎調査（文献・現地調査等）

交通安全・渋滞対策等検討



7
標準的な業務内容に応じた発注方式事例（測量）

知

識

構想力・応用力

価格競争

総合評価方式

基準点測量

水準測量

画像解析／計測／判読

数値図化（デジタルマッピング）

都市計画図

地図編集（特殊ケース）

空中写真測量

データ共有／総合GIS

製品仕様書作成

航空レーザー測量

写真地図作成（デジタルオルソ）

基盤地図情報作成

現地測量（地形測量）

土地区画整理測量

地籍測量

簡易水準測量

路線測量

定期縦横断測量
用地測量

その他の応用測量
（主題図データファイル作成）

一筆調査（E工程）

河川測量

地図編集

各種台帳作成

既成図数値化

深浅測量

プロポーザル方式

航空レーザー測量（応用解析含む）

三次元地形モデル作成

GIS/CADデータ化

ダム堆砂測量



8
標準的な業務内容に応じた発注方式事例（地質調査）

知

識

構想力・応用力

価格競争

総合評価方式

プロポーザル方式

ボーリング調査（一般）

土質試験・検層（一般）

物理（弾性波等）探査

地盤環境（土壌・地下水等）調査

トンネル水文・水質観測調査

地すべり計器設置及び観測

高盛土計器設置及び観測

液状化判定（解析含む）

浸透流解析

施工時計測管理（高盛土・トンネル等）

軟弱地盤安定・沈下概略検討

トンネル渇水影響調査・解析

地表地質踏査及び資料収集

軟弱地盤特殊土質試験

動的土質試験

軟弱地盤対策検討

トンネル変状調査

地すべり機構解析

地すべり対策工検討設計

地盤・環境関連企画調査

動的応答解析

ダム地質解析

トンネル応力変形解析

地盤環境調査解析

地質調査（予備・詳細設計用，一般）

地質総合解析

広域地下水流動調査・解析



9総合評価落札方式における落札者の決定方法

入札価格が予定価格の制限の範囲内にあるもののうち、評
価値の最も高いものを落札者とする。評価値の算出方法とし
ては、加算方式を基本とする。

ただし、今回定めた加算方式以外の方法を用いる場合は、
財務大臣協議を行う必要がある。

加算方式を採用した理由
○建設コンサルタント業務等の特徴として、業務成果の良否が建

設 コストや維持管理コストを大きく左右するため、受注者の技
術的能力に重点を置いた選定が必要

○資材購入や下請による労務調達等の割合が大きい工事に比べ
て、購入・再委託の割合が小さいため、落札率を下げやすい傾
向がある



10総合評価落札方式における落札者の決定方法

評価値の算出方法

○評価値 ＝ 価格評価点＋技術評価点
○価格評価点と技術評価点の配分＝１：１ ～ １：３
（価格評価点２０～６０点：技術評価点６０点）
○技術評価点の評価項目例
・業務への取組方針 ：業務実施の着目点・実施方針
・技術提案 ：評価テーマに対する提案
・技術者資格 ：技術者資格及びその専門分野
・業務執行技術力 ：同種及び類似の業務実績・業務成績
・手持ち業務 ：手持ち業務の金額及び件数
○価格評価点 ＝ ２０～６０ × （１－ 入札価格／予定価格）

○技術評価点 ＝ ６０ × (技術評価の得点合計／技術評価の配点合計)



11建設コンサルタント業務における技術評価の考え方



12業務品質確保（低入札対策）の概要

対象発注
件数

低入件数
低入発生
率

対象発注
件数

低入件数
低入発生
率

対象発注
件数

低入件数
低入発生
率

測量 79 26 32.9% 92 22 23.9% 67 20 29.9%

土木関係建設コンサルタント 254 100 39.4% 554 154 27.8% 739 137 18.5%

建築関係建設コンサルタント 3 0 0.0% 3 0 0.0% 4 3 75.0%

地質調査 83 53 63.9% 65 38 58.5% 54 20 37.0%

補償関係コンサルタント 82 18 22.0% 85 23 27.1% 53 22 41.5%

計又は平均 501 197 39.3% 799 237 29.7% 917 202 22.0%

※価格競争のうち予定価格が１０００万円を超える業務（港湾空港部を除く）

H22年度（速報値）

業種区分

H20年度 H21年度

低入札の状況



13
品質確保のための低入札対策

履行確実性の確認のため資料提出を求め、ヒヤリングを行う （適用：H22.6.21～）履行確実性の評価

低入札価格調査対象範囲の拡大 （適用：H22.4.1～）調査基準価格の見直し

管理技術者の手持ち業務量を半分に制限 (適用：H21.10.13～）手持ち業務量の制限を強化

低入札業務は優良業者表彰の対象外とする表彰制限

照査を行う低入札業務については、発注者の承諾した第三者による照査を義務づける第三者照査

著しい低入札は、低入札価格調査時に過去に実施した同様の業務のコスト実績を求める
著しい低入札業務の詳細調

査

・業務完了後、業務原価調査を行い、官の積算内訳と比較して、低価格で履行可能な理由
を把握する

完了時コスト調査

・低入札業者に対して、理由・積算内訳・実施体制等について調査を行い、契約相手方と
するかどうかを決定する

低入札価格調査

・低入札業務は成績評定が70点未満は企業の実績として認めない ・通常業務でも、成績
評定が65点未満は企業としての実績を認めない ・成績評定が65点未満の業務は技
術者の実績として認めない

成績により、業務実績を制限

受注者の対策

・参考見積書を使用した場合は、総人工数を参考資料として提示見積もり採用時の歩掛明示

・具体的な数量の明示
・明確な業務内容の明示

業務内容の明確化
特記仕様書の充実

発注者の対策

対策の内容対策



14総合評価落札方式 「履行確実性」を加えた技術評価

◆総合評価落札方式の低入札業務においては業務成績
評定点における低評価が顕著になる傾向があり、技術提
案内容が適正に履行されないおそれがある。

◆当分の間、技術提案の評価項目に 「履行確実性」を
加えて技術評価を試行実施
※建設コンサルタント業務等における総合評価落札方式に関する新たな品質確保対
策の試行について
（平成22年4月27日国土交通省大臣官房技術調査課長通達）

◆対象業務
・総合評価落札方式による予定価格が1千万円を超える業務

◆適用
平成22年6月21日以降に入札手続を開始する業務



15総合評価落札方式「履行確実性」を加えた技術評価試行

審査・評価フロー

手続開始の公示

入札

開札

入札書と予定価
格との確認

落札予定者の確定

評価点の確定

参加表明書の提出
及び評価

指名通知送付

技術提案書提出
及び評価

履行確実性の評価
・追加資料
・ヒアリング

履行確実性の
評価は

実施しない

履行確実性の評価
・ヒアリング（電話）

低入調査

本省報告
（次点者を落札者と

する場合）

落札者の決定

落札者の判定

N0

調
査
基
準
価
格
以
上

調査基準価格未満

予定価格超過
調査基準価格以上

予定価格以下

低入調査
関係

総合評価
関係

追加資料の
提出に応じな
い場合やヒア
リングに応じ
ない場合は
入札無効

未満



16総合評価落札方式「履行確実性」を加えた技術評価試行

◆技術評価点の算出方法
①予定技術者の経験及び能力
②実施方針など
③評価テーマに対する技術提案
④技術提案の履行確実性度 （5段階評価 1.00、0.75、0.50、0.25 、0.00)

技術評価点=技術評価点の配点（６０点）×（①＋（②＋③）×④）／（技術評価のウエイトの合計）

③評価テーマ

②実施
方針

①予定技術者の経
験及び能力資格・実

績・成績・表彰等
価格点

④を乗じる

技術評価点 満点６０点価格評価点



17「履行確実性」を加えた技術評価試行の実施状況

うち落札者

１０４件 ４４件 １２３社 １１７社
６社

（６件）
０

*1　総合評価落札方式で予定価格が２千万円を超える業務

*2　調査基準価格以下の応札があり資料提出を要請した業務

うち落札者

３８１件 ６８件 １０２社 ８５社
１７社

（１７件）
０

*2　調査基準価格以下の応札があり資料提出を要請した業務

●平成２２年度

●平成２３年度（５月末までに契約した業務）

うち辞退 うち審査実施

うち審査実施

うち審査対象

業務数*２

*1　総合評価落札方式で予定価格が１千万円を超える業務。但し、平成２３年３月３１日までに入札手続きを開始した業務は２千万円を超える業務。

対象件数*１ 審査対象
会社数うち審査対象

業務数*２ うち辞退

対象件数*１ 審査対象
会社数
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